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（午前１０時００分 開会） 

◎開議宣告 

○議長（氏家良美君） 皆さんおはようございます。竹中議員は本日一身上の都合により

欠席しております。ただいまから、令和７年第１回新冠町議会定例会第２日目の会議を開

きます。 

 

◎議事日程の報告 

○議長（氏家良美君） 議事日程を報告致します。 

本日の議事日程は、御手元に配付した印刷物のとおりであります。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（氏家良美君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、２番、酒井益幸議員、３番、中

山千鶴子議員を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 行政報告 

○議長（氏家良美君） 日程第２、行政執行方針を行います。 

はじめに、町長より町政執行方針を述べたい旨の申出がありますので、これを許します。 

鳴海町長。 

○町長（鳴海修司君） 令和７年度の町政執行方針については、令和７年度が新冠町長の

改選期に当たることから、当初予算の編成においては、町政運営の基本的経費を中心とし

た、いわゆる骨格予算とするところですが、第６次新冠町総合計画に掲げる方針に基づき、

行政の継続性及び適切な時期に事務事業を実施すべきという観点から、当初予算に計上す

ることが必要と認められる事務事業について、所要の措置について講じておりますので、

その概要について御説明申し上げます。 

 最初に、町政運営に臨む基本姿勢について申し上げます。 

第６次新冠町総合計画における、まちづくりの将来像である、思いやりと笑顔あふれる

レ・コードなまちにいかっぷの実現を目指し、私の町政運営の基本姿勢である、町民の声

が生かされる町政、分かりやすく公平・公正な町政、町民と行政との協働のまちづくりを

常に念頭に置きながら、町政運営に取り組んで参りたいと存じます。なお、各分野の具体

的な施策については、主要施策の推進の中で述べさせていただきます。 

令和７年度の予算編成について概要を申し上げます。 

令和７年度の予算編成にあたりましては、限られた財源の中で質の高い行政サービスを

維持するため、行政関与の必要性があり、緊急性及び費用対効果の高い事業を優先するこ

とを念頭に編成作業を実施いたしました。歳入予算案の概要ですが、自主財源である町税

につきましては、個人町民税、固定資産税及び入湯税については増収を見込み、他の税目
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におきましては、減収を見込んでおりますが、町税全体では、前年度当初予算対比３．０％

の増収を見込んでおります。また、最も大きな割合を占める地方交付税については、国が

示した令和７年度の地方財政計画や、近年の交付実績を考慮し、前年度当初予算に対し、

５２００万円の増額を見込んでおります。歳出予算案の概要ですが、令和７年度は、骨格

予算とすべきところではありましたが、人件費や物価価格の増加の影響はもとより、町民

生活に影響を与える事務事業について行政の継続性の観点から予算計上をおこなったこと

から、前年度当初予算に対し、１０％の増となっております。令和７年度の一般会計予算

案の総額は６２億３３００万円を見込みました。また、４つの特別会計及び２つの企業会

計の予算総額は２４億１７１４万円となり、一般会計を含めた令和７年度当初予算案の総

額は前年度対比６．６％増の８６億５０１４万円を見込んでおります。 

次に主な施策の推進について概要を申し上げます。 

１つ目は、「健康で安心して暮らせるまちづくり」についてです。 

はじめに、地域福祉の充実についてです。新冠町地域福祉計画では、誰もがつながり、

共に支え合い、安心して暮らせる福祉のまちにいかっぷを基本理念とし、年齢や障がいの

有無に関わらず、すべての町民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、従来

の制度や分野ごとの縦割りを超え、支え手と受け手という固定的な関係にとらわれること

なく、人と人、人と社会がつながることで、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合

いながら生活できる地域共生社会の実現を目指しております。このため、保健・福祉・介

護・医療などの各分野において、関係団体や新冠町社会福祉協議会等と連携し、地域の生

活課題や健康課題に対する支援、サービスの提供を通じて、町民それぞれが互いに支え合

う地域福祉活動を推進して参ります。急速に進行する少子・高齢化社会の中で、わがまち

に暮らすことに幸せと誇りを感じ、それを共有することは、まちの発展にとって大切な要

素であります。新冠町で婚姻届を提出し、新たな生活をスタートする新婚夫婦を祝福し、

末永く幸せな家庭を築いて頂くため結婚記念品として、新冠温泉の入浴券とペア・フルコ

ースお食事券を贈呈する事業は、人生の節目の思い出と地域の観光施設を知る機会として

好評を得ていることから、気持ちの通う住民サービスとしてこれからも継続して参ります。  

次に児童福祉ついてですが、地域の子育て支援の拡充や、質の向上を高めるため、令和

７年度を始期とする、第３期新冠町子ども・子育て支援事業計画に基づき、事業を推進し

充実を図って参ります。また、全ての妊産婦、子育て世代、子どもに対する相談支援業務

の充実を図るため、令和４年児童福祉法の改正において母子保健と児童福祉の機能を合わ

せ持った、こども家庭センターの設置が求められており、当町における児童福祉の課題等

を踏まえ、設置に向けて検討して参ります。妊娠期から子育て期の支援につきましては、

安心して出産・子育てができる環境づくりのため、子育て世代包括支援センターや保健セ

ンターを中心とした母子保健事業を継続的に実施して参ります。また、情報発信の強化や

妊婦支援給付金の支給に加え、妊産婦や子育て家庭に寄り添い、身近な相談に応じられる

伴走型の子育て支援にも努めて参ります。 



5 
 

 次に、高齢者福祉につきましては、高齢者が可能な限り介護を必要とせず、自立した生

活を送れるよう支援することが重要であり、要介護認定を受けていない６５歳以上の方を

対象としたアンケート調査を実施し、いわゆる介護予備軍を把握することで、適切な介護

予防や認知症予防、健康寿命の延伸につながる取り組みにつなげて参ります。また、要介

護者の方には、それぞれの状況に応じた適切な介護サービスの提供や地域の見守り、サポ

ート体制の充実に努め、高齢者の方が心身ともに健康で充実した生活を送ることが出来る

よう、地域包括支援センターが関係機関や地域住民の協力をいただきながら引き続き支援

を行って参ります。 

次に、障がい者福祉につきましては、障がいや障がいのある方への理解促進を進めると

ともに、障害者総合支援法に基づく、介護・訓練等の障害福祉サービス、移動支援、日中

一時支援、日常生活用具の給付など各種の地域生活支援事業を着実に実施するとともに、

社会福祉法人新冠ほくと園が運営する「相談室かける」との連携により、障がい者の皆様

が日常生活や就業に関する相談をしやすい環境づくりを進めて参ります。さらに、心身の

発達に心配や遅れ、つまずき等のあるお子さまとそのご家族を支援する「新冠町子ども発

達支援センターあおぞら」の活動についても、職員の専門性向上を図りながら、道や関係

機関と連携し、多様な事例に対応できる体制を維持して参ります。 

次に、町民の皆さんの健康増進と食育推進についてです。特定健診や各種がん検診事業

につきましては、引き続き検診の自己負担の無料化を維持するとともに、特定健診の対象

年齢を４０歳から３０歳に引き下げた若年健診の普及啓発と受診促進を進めて参ります。

さらに、生活習慣の見直しや改善を目的とした、からだリセット講座を定期的に実施し、

生活習慣病の予防と早期発見・早期介入に努めて参ります。食育推進事業につきましては、

町民一人ひとりが健康を意識し、健全な食生活を実践できるよう妊娠、授乳期から高齢期

までのライフステージに応じた食育事業を取り進めて参ります。予防接種につきましては、

昨年の新型コロナウイルス感染症に続き、帯状疱疹が予防接種法に基づくＢ類疾病の定期

接種に加わり、本年４月１日から各医療機関において定期接種が開始されます。接種の対

象となるのは、年度内に６５歳を迎える方や、６０歳から６４歳で特定の免疫機能障害を

お持ちの方などになりますが、接種の申込み方法や個人負担額などの詳細は、改めて周知

して参ります。 

 次に、国民健康保険につきましては、北海道国民健康保険運営方針により、令和１２年

度を目途とする統一保険料率の考え方が示されております。この方針に基づき、令和７年

度から令和９年度までの３年間をかけ、段階的な税率改正を進めており、本年度から見直

し後の税率を適用いたしますが、実施にあたりましては、子育て世代に対する軽減措置や

納期の追加を講じることで、被保険者の負担軽減を図りながら、適切な制度運用に努めて

参ります。 

次に、医療の充実につきましては、国保診療所が一人でも多くの町民の皆さんの、かか

りつけ医療機関として、ご利用して頂けるよう引き続き努力を続けるとともに、安心安全
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を大切にする町づくりの一環として、町民ニーズにあった専門外来の充実や多くの出張応

援医師の派遣協力を得ながら平日をはじめ休日夜間の急患受入れ体制を維持し、信頼され

る地域に根づいた医療機関として国保診療所の体制づくりに鋭意努力を続け、町民の健康

の保持と医療の安全・安心を確保して参ります。その一方、日高徳洲会病院の移転新築候

補地の検討エリアに当町が含まれたことをきっかけに、およそ１年に及ぶ誘致活動を行っ

た結果、当町西泊津地区の町有地が移転先候補地に決定しました。これにより、町民の皆

様がより充実した医療サービスを受けられる見通しとなります。これまで存続を前提に計

画の進行を見送ってきた国保診療所改築計画ではございますが、町内に総合病院が立地す

ることを総合的に判断した結果、総合病院の開院に合せて国保診療所を閉所する決断を致

しました。このことが町の医療体制にとって大きな転換点となり、多くの調整が必要にな

るものと思いますが、その一つ一つに丁寧に対応し、新冠町の将来に最良な医療体制の樹

立を目指して行く所存です。 

次にアイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現についてです。町は、昨年度末に改訂

した、新冠町アイヌ施策推進地域計画に基づき、引き続きアイヌ文化に対する意識の醸成

と保存や伝承の推進、或いは町民の生活文化の向上や社会福祉の増進に努めて参ります。 

２つ目は、「潤いある環境を創出するまちづくり」についてです。 

はじめに、地球温暖化対策についての町としての取り組みについてです。二酸化炭素の

排出を限りなくゼロに近づける取り組みと言えるゼロカーボンの取り組みは、再生可能エ

ネルギーの利用から森林保護の取り組みまで幅広い活動であり、国は市町村に対し実行計

画の策定を求めています。当町は、現在計画の策定を進めており、現在実行計画事務事業

編の策定を終え、今後、実行計画地域施策編の策定へと移行してまいります。併せて、本

定例会において２０５０年における温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることを、町民や

事業者の皆さんと共に推進することを町として表明する、ゼロカーボンシティ宣言を行っ

たところであります。脱炭素の取り組みは、気候変動緩和と持続可能な未来の実現に向け

た大切な取り組みと考えており、当町に出来ることを見極め一つ一つ着実に進めて行く所

存です。 

次に環境衛生の向上についてであります。ごみ処理・リサイクルの推進について、平成

１５年度からごみの減量化と資源ごみの分別収集に取り組んで参りました。今後も、ごみ

の減量化と資源保護の観点から、分別方法の周知徹底と、リサイクル活動の一層の推進に

努めて参ります。また、日高中部衛生施設組合において日高中部環境センターの長寿命化

方針を決定したことから、構成町である新ひだか町とともに、令和９年度の完成に向け事

業を進めて参ります。平成１３年度から実施している、新冠町合併処理浄化槽設置整備事

業を、本年度も定住移住促進制度の対象分も含め継続し、生活雑排水による環境汚染を防

止し、生活の質や公衆衛生の向上のため、合併処理浄化槽の設置に対する助成を行なって

参ります。火葬場、墓地につきましては、これまでも適切な維持管理を行ってきたところ

であり、新たに設置した合葬墓を踏まえながら、今後においても、穏やかにお参りができ
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る環境を整えて参ります。 

３つ目は、「快適で暮らしやすいまちづくり」についてです。 

はじめに、公営住宅の整備についてですが、本年度も国の交付金事業を活用した、新冠

町住宅リフォーム助成金交付事業を継続して参ります。 

次に、水道事業につきましては、道営事業の活用により、太陽地区道営水利施設等保全

高度化事業が継続されることとなっておりますほか、下水道事業につきましては、交付金

事業を活用し、マンホールポンプ所などの機械電気設備の更新事業を継続して参ります。

併せて、昨年度から上下水道事業の公営企業会計を開始したことから、今後１０年の中長

期的な収支計画をまとめ、経営戦略の見直しを行い、今後予想される経営環境の変化に対

応するよう努めます。 

次に、河川事業につきましては、継続して、緊急自然災害防止対策事業債を活用し、護

岸等破損箇所の補修工事並びに排水路の整備工事を適宜行い、引き続き、河川施設の予防

保全、減災対策などに努めて参ります。 

次に、道路事業につきましては、道営事業の活用により、東泊津、大富地区を対象に、

改良舗装を目的とした、道営農村整備事業が継続されることとなっておりますほか、緊急

自然災害防止対策事業債を活用し、排水施設の改修工事を適宜行い、道路施設の予防保全、

減災対策などに努めて参ります。また、橋梁の長寿命化工事につきましても、国庫補助事

業を活用し、修繕や改修事業を継続して参ります。 

次に、地域公共交通の確保対策についてです。鉄路の廃止、そして全面バス転換による

交通体系となった今、バス交通による公共交通の維持が日高管内７町の共通の課題となっ

ています。しかしながら人口減少社会、そしてコロナ禍によって減少した利用者、更には

バスドライバーの雇用を巡る問題は、公共交通の持続性を脅かすものと考えています。管

内７町と関係機関は、協議会を構成し、公共交通の利便性向上についてこれまで協議を重

ねてきましたが、今後は更に持続可能な公共交通のため何が必要か、今何をなすべきかを

共に協議を始める時期であると考え、これまで以上に新冠町として管内公共交通の維持継

続に資する役割を担っていくよう努めて行く所存です。また、町内交通体系に目を向けま

すと、令和７年度において町内公共交通のデマンド運行を開始致します。開始当初は、実

証試験として実施しますが、問題・課題の洗い出しと調整が終了次第、本格的稼働とさせ

る予定であり、新たな公共交通体系が令和７年度内に樹立されることとなります。町民の

足である公共交通は、持続的運営が何よりも大切であり、そのためには社会情勢、地域の

実情など多くのことに適時的確に対応して行くことが必要であり、今後においても効率的

な運行体系を目指し、最善を尽くす所存です。 

４つ目は、「安全で安心して暮らせるまちづくり」についてです。。 

近年、激甚な自然災害が頻発するなか、町民の生命や財産を守るため、令和６年能登半

島地震における教訓となったトイレを始めとした避難所環境の整備促進を図ってまいりま

す。また、令和７年度において、津波避難施設の整備が急務である節婦町において、津波
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避難タワーの建設工事を開始いたします。当町においても、大津波発生による被害発生が

想定されていますが、防災避難訓練や防災啓発活動の実施により、町民の方の防災意識の

向上を図るとともに、あらゆる災害対策を講じ、町全体の防災意識の向上を図るとともに、

あらゆる災害対策を講じ、町全体の防災力の強化に努め、災害に強いまちを築いて参りた

いと存じます。 

次に交通安全についてです。交通事故の防止には、一人ひとりが人命の尊さを認識し、

日常生活を通じて自主的に交通安全に取り組む必要がありますが、そのためには、交通安

全意識の高揚を図ることが必要です。今後も新冠町交通安全推進委員会と連携し、交通安

全指導員への活動支援や啓発活動、道路交通環境整備など、総合的な交通安全対策に努め

て参ります。さらに町民生活の安全の確保、地域の安全の確保に向け、新冠町防犯協会や

関係機関と連携を図り住みよい町づくりを目指して参ります。 

 ５つ目は、「力強く安定した産業づくり」についてです。 

はじめに、農業の振興についてです。新冠町の基幹産業であります農業の生産基盤の確

立、安定した農業経営と持続的な発展をめざし、第７次新冠町農業振興計画に定める基本

方針のもと各生産分野における諸課題の解決に向け、農業団体や関係機関、各生産振興会

の協力をいただきながら各種施策に取り組んで参ります。新規就農対策では、そ菜園芸農

家として、独立就農した農業支援員１名に対し、関係団体等によるサポート体制を強化し、

早期の経営安定に向けた支援を図って参ります。水稲・畑作部門におきましては、水田の

畑地化が促進されておりますが、安定的な農産物の生産に向け、引き続き制度の周知と円

滑な推進に努めます。また、施設園芸作物では高温化に対応するための自動換気設備等の

設置を推進し、生産数量の確保に向けて取り組んで参ります。軽種馬振興につきましては、

生産馬販売対策への支援を継続し、新冠産馬の販売向上に繋げると共に、地方競馬の協賛

レースの実施を通じ、競馬事業の振興に加え、馬産地新冠のＰＲに努めて参ります。酪農

振興につきましては、乳牛検定組合や酪農ヘルパー組合の運営支援を継続するとともに、

町有牧野での預託事業を通じ、生産現場における自給飼料や労働力不足の解消を図り、放

牧管理を介した家畜の健康増進に努めます。肉用牛の振興につきましては、繁殖雌牛の導

入支援及び町有牛を活用した受精卵の原価提供事業を継続し、安定した繁殖基盤の構築に

努めて参ります。町有牧野の運営にあたりましては、北海道ヨーネ病防疫対策実施要領に

基づく発生農場に指定されておりますが、引き続き感染対策を講じ、事業を実施して参り

ます。家畜防疫につきましては、家畜自衛防疫組合など関係機関と連携し、家畜伝染病の

発生予防に努め、引き続き予防注射や伝染病検査を通じ、飼養衛生管理の指導と啓発に努

めて参ります。有害鳥獣による農作物被害については、近年、増加傾向にあります。特に

ヒグマの出没や目撃の情報が多く寄せられ、有害駆除委託ハンターの負担が増えており駆

除費用の見直し及び拡充を行い、関係機関との連携・協力により有害鳥獣全般の駆除対策

に取り組んで参ります。 

次に、林業の振興についてです。町有林におきましては、本年度も森林経営計画に基づ
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き岩清水、緑丘地区の皆伐のほか、植林や下刈り、間伐など適切な森林整備に努めて参り

ます。民有林振興につきましても、森林環境譲与税を活用し公共補助の対象とならない森

林整備事業等に補助して参ります。 

次に、水産業の振興についてです。水産業は環境の変化を最も受けやすい産業であり、

気象や海水温、海流などの細かな変化が漁獲量へ著しい影響を及ぼします。令和３年９月

に発生した赤潮被害につきましては、引き続きタコとツブを対象魚種とする資源量調査に

取り組み、漁場の回復状況の把握に努めて参ります。また、北海道や関係団体等との連携

により実施をしているタコ産卵礁設置事業やホッキ最小成貝の放流事業、マツカワの稚魚

放流事業につきましても継続的に実施し、資源の育成・管理に努めて参ります。 

また、観光振興に目を向けますと、今や観光動態は、コロナ禍前を凌ぐ状況となり、多

くの観光地では活況を呈しています。当町においても主だった観光施設の入込みは増加傾

向にあり、今後の更なる増加に期待を寄せている次第です。今後は、日高自動車道新冠イ

ンターチェンジの開設が当町への人流をどのように変えるのか期待を膨らませるばかりで

すが、さまざまな変化をしっかりと受けとめ、町の将来に向けた観光施策を推進して行く

所存です。 

次に、商工業の振興についてですが、小売店を中心とした商工業者の経済活動は、人々

の働く場の提供と日用品を中心とした生活必需品の購買機会を確保するという生活に欠か

せない事業活動であります。そのためには携わる事業者の経営安定化を図ることが大切で

あり、商工会の役割が重要となります。このため町は商工会が行う経営改善事業や起業活

動への取り組み事業を支援することで商工業振興を図って参ります。 

６つ目は、「郷土を愛し生きる力を育む人づくり」についてです。 

はじめに、教育行政につきましては、教育に関する総合的な施策である、新冠町教育大

綱に掲げる基本理念、生きる力を育みふるさと愛を深める新冠の教育を推進するため、総

合教育会議を通じて教育委員会と政策の方向性を共有し、教育環境の充実を図って参りま

す。 

次に、幼・小・中教育の充実についてです。認定こども園ド・レ・ミにおいては、引き

続き安全安心を最優先し、施設整備のほか、適切な保育教諭の配置に意を用いながら、幼

小中の連携や小学校への接続を意識した教育・保育活動の充実と家庭や地域と連携した、

こども園運営を支援して参ります。小中学校においては、学習指導要領に基づきＩＣＴを

活用した授業づくりが進められておりますが、コロナ禍に整備をいたしました児童生徒用

のパソコンが耐用年数を迎えることから、北海道が行う共同調達に参加し整備することで、

適切な教育環境の維持に努めます。また、今年度統合いたしました新冠小学校に配置して

おります町費負担教諭２名については、次年度においても新冠小学校へ配置し、引き続き

授業の改善や充実に向け取り組むほか、各校学年毎に学習支援員を配置し、特別な支援が

必要な児童生徒への対応を図ることで、学習環境の向上を支援して参ります。次に、社会

教育におきましては、ふるさとを愛し、生涯にわたり、学びあい、教えあう学習社会の実
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現を目指し、継続して町民憲章とふるさと教育につながる「Ｒｅの精神」を意識しながら、

特徴ある事業を展開し、持続可能な社会を目指した質の高い教育を進めてまいります。ま

た、レ・コード館をはじめとした各種社会教育施設では、施設機能を十分に生かしながら

生涯学習の場を提供するとともに、町民の自主的な文化芸術活動やスポーツ活動を支援し、

引き続き安全で利用しやすい施設運営に努めてまいります。 

最後に、「自立したまちづくり」についてです。 

まちづくりの推進において、町民の皆さんにまちづくりの現状を説明し、そして意見を

いただくことは、より良い施策の実現につながり、更には町が目指すまちづくりについて

理解を深めていただくことで協働のまちづくりの実現が可能になるという考えの下、私は、

これまで社会情勢が許す限り町政懇談会を実施し、町民の声の聞取りに努めてきました。

現在、新冠町には町政懇談会のほか、地域担当制などさまざまな広聴事業があります。ま

た時代のニーズに合わせたＳＮＳの活用も鋭意検討しています。それらの広聴事業を効果

的にむすびつけることで、より一層開かれたまちづくりは推進されるものと考えるところ

です。人口減少、少子高齢化の進行が今後も続く中、人口確保対策は全ての市町村のまち

づくりテーマの１つかと考えます。当町においても、これまで定住移住政策の推進のほか

医療、福祉、教育、子育てなど幅広い分野において人口確保につながる施策を推進してき

ました。今後は、町有地の活用、医療福祉の向上、そして高規格道路の延伸などの新たな

町の特性を活かすことで、より力強く人口確保対策は推進されて行くものと考えます。ま

た、令和６年度から実行している、財政計画に基づく、収支改善のための、行財政改革ア

クションプランを令和７年度においても引き続き実行して参ります。行財政改革は、当町

が持続可能なまちづくりを展望する上で必要な取り組みであるとともに、町の行財政を安

定的に運営することは、山積する課題解決の上でも喫緊の課題であり、私どもが常に改善・

改革の意識を持ち続けることが、新冠町の持続可能性を高めるものと考えております。 

 以上、令和７年度の町政執行にあたっての、主な取り組みについて申し上げました。私

の町政執行方針は今回が最後となります。町民の皆さま、そして議員各位におかれまして

は、これまでの２期８年間、町政運営に多大なるご配慮、ご協力をいただきましたことに

対し、感謝申し上げますとともに、残された任期につきましても全力を傾けて参ります。

結びにあたりまして、議員各位をはじめ、町民の皆さまにおかれましては、今後におきま

しても、町政運営により一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げまして、令和７年

度の町政執行方針といたします。 

○議長（氏家良美君） 町長の町政執行方針が終わりました。次に、教育行政執行方針を

行います。 

奥村教育長。 

○教育長（奥村尚久君） 令和７年第１回定例会の開会にあたり、令和７年度教育行政執

行方針を申し上げます。 

 新型コロナウィルスは、５類感染症に移行され減少傾向にありますが、今尚、様々な感
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染症が多く見られます。これからも今までに培ってきた感染症対策で乗り越えていきたい

と考えております。社会の急激な変化や子どもを取り巻く環境が、多様化・複雑化する中

にあります。現在、学校教育には、一人一人の子どもたちの可能性を最大限に引き出し、

将来の予測が困難な時代においても自立的に生き、持続可能な社会の創り手を育成するた

めの資質・能力を育んでいくことや日本社会に根差したウェルビーイングの向上が国の教

育振興計画でも示されています。子どもたち一人一人が持つ夢の実現に向かい、未来を切

り開く担い手となる子どもたちには、ふるさと新冠町の歴史や文化を誇りとし、共に支え

合い、逞しく生きぬく力を郷土でしっかりと身に付けていくことが必要です。そのために

は、新冠町の強みである学校教育と社会教育が一層の連携を図り教育効果を高め、子ども

たちを育むこと、地域の方々のご協力をいただきながら、郷土を愛する子どもたちや自分

たちがこれからの郷土を担っていくという強い意識を育て、社会の形成者につながる礎を

築いていくことが大切であると考えています。教育委員会は、引き続き町長との総合教育

会議を通して教育に関する思いを共有し、一体感とスピード感をもって課題解決や教育環

境の更なる充実と整備に積極的に努めるとともに、次代を担う子どもたちが、郷土を愛し、

社会で生きていく力を身に付けていくこと、そして町民の皆さん全てが、心豊かに生きが

いを感じられる暮らしができるよう、生涯学習活動を推進し、活力ある地域社会の形成に

努めてまいります。 

 このような考え方に基づく基本姿勢について申し上げます。 

 学校教育では、子どもたちのウェルビーイングにつながる資質・能力の育成を図ること

が大切であり、そのためには、探求的な学習、主体的対話的で深い学びの授業の改善充実

が必要不可欠です。ＧＩＧＡスクール構想により、ＩＣＴの環境が整備された一人一台端

末を活用した授業の充実、個別最適な学びの充実、協働的な学びの充実により、確かな学

力の育成を図っていきます。また、児童生徒に必要な資質・能力を育むためには、学校だ

けではなく家庭、地域、行政の連携した取り組みが必要であり、学校は楽しい、家庭は温

かい、地域は明るい、働きやすさと働きがいのある職場を実感できる環境づくりも意識し

てまいりたいと考えます。更に、子どもたちが主体的に物事を判断し行動しながら、解を

見出していく生きる力を育むために、小学校から中学校の連続した学びが確かなものとな

るよう、それぞれの教育課程の連携、学び方の連続を意識した施策の推進に努めてまいり

ます。社会教育では、町民の皆さんが、学びを行動につなげる活動を継続することは、豊

かな心を育む、活動の輪を広げ支え合う、地域の良さを知り郷土愛を育むという観点から

も重要なことであり、町づくりの大きな力となるとも考えます。将来、予測が困難な時代

においても、未来に向かって果敢に挑戦できる人材の育成を中心に、町民の皆さんが、心

豊かで健康に学ぶことのできる活動を展開し、その活動が町づくりに活かされるものとな

るように引き続き、町民憲章やＲｅの精神を常に意識し、特色ある事業展開に努めてまい

ります。 

 続きまして、教育行政執行にあたりましての主要施策について申し上げます。 
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はじめに、『子どもたちを中心としたウェルビーイングを育む学校教育の充実と学校教育

の活性化』であります。 

学校教育は、多様化・複雑化する現代社会においても、子どもたちが夢ややりがいを見

出し、将来に渡って持続可能な幸せを感じるウェルビーイングに向け、誰もが安心できる

教育活動を継続し、子どもの健やかな学びを保障していくことが重要でありますことから、

本年度は、未来を見据え、持続可能な社会の形成者としての礎を築く、子どもを中心とし

たウェルビーイングの向上、新冠ならではの幼・小・中を貫く教育計画、教育実践、連続

性の充実の３項目を重点最重要目標として位置づけた上で、次の取り組みを推進してまい

ります。 

 １点目は、『一人一人のウェルビーイングの向上と日々の積み上げによる学力向上』につ

いてであります。 

児童生徒一人一人が、幸せを感じながら、安心して学び、心身ともに健やかに成長する

ことが、心豊かな人生、ウェルビーイングの向上につながります。学校教育においては、

学習指導要領における、主体的・対話的で深い学びを実践し、各教科を通じて得た力によ

り、子ども達の将来の可能性がより広がるよう、質の高い教育への授業改革に引き続き取

り組んでまいります。具体的な取り組みとして、学習過程を効果的に進めるための学習の

見通しと振り返りの実践や自分の考えを書く、説明する、話し合うといった言語活動を充

実させるほか、ＩＣＴ機器及びデジタル教材を効果的に活用することで、個別最適な学び、

協働的な学びの充実を図ること、子ども達の頑張りを認めながら次の指導改善につなげて

いく、指導と評価の一体化に意を用いてまいります。更に、全国学力学習状況調査などを

通じて、児童生徒の学習状況や学力の定着状況を把握、分析し、具体的な方策とマネジメ

ントにより授業改善を図るほか、学力向上推進委員会においては、校種間の情報共有と共

通の課題を把握し、小中接続した系統性のある学習指導カリキュラムを作成し、実施して

まいります。望ましい学習環境と生活習慣の確立においては、保護者と連携した家庭学習

時間の確保やゲームやスマートフォンの適切な利用、中学校のテスト期間に合わせた小中

合同の家庭学習強化期間の設定により家庭学習の定着化を推進しておりますが、これまで

の取り組みを評価し、更なる対応策を講じるほか、家庭学習につながる自主性を育む授業

内容となるよう取り組んでまいります。また、学級経営及び教科経営においては、自己決

定の場を育む授業、自己存在感を育む授業、共感的な人間関係を育む授業の生徒指導にお

ける三機能を活かした授業改善に向け、教員一人一人の改善目標を明確化し、評価・改善

を行ってまいります。 

２点目は、「豊かな心と健やかな体の育成」についてであります。 

児童生徒の心身の健やかな成長においては、自らを律し、他者と共に支え合いながら、

善悪を判断する力、命や自然を大切にする心、人を思いやる心と健康な体を育成すること

が大切です。そのため、自己と向き合い、他者との関わりや社会とのつながりについて、

考え議論する道徳教育を計画的に実践し、評価・改善を図るとともに、豊かな感性や情操
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を育む読書活動についても引き続き推進してまいります。いじめ、不登校といった生徒指

導上の課題につきましては、定期的な調査の実施や組織的な対応が徹底されるようアセス

メントシートを活用し、学校全体で情報共有を図りながら早期発見と早期対応に努めると

ともに、これらの要因として、スマートフォンを介したトラブルも発生しておりますこと

から、保護者と課題の共有化を図り、ネットモラル指導の徹底を図ってまいります。体力

向上につきましては、全国体力・運動能力、運動習慣等調査により、全国平均と比較をも

とに課題を把握、分析し、授業改善への活用と１校１実践の積極的な推進のほか、運動の

日常化への取り組みを継続いたします。また、健康安全教育については、学校給食を通じ

た食育指導の工夫や避難訓練を始めとした防災教育、熱中症や感染症対策等の指導を通じ、

子ども達が正しい知識を習得し、自ら安全に行動できる資質と能力が身に付くよう、指導

の充実に引き続き意を用いてまいります。 

 ３点目は、「特色ある教育活動の推進」についてであります。 

小中を貫く学びの創造と当町の将来的な教育環境を見据え、幼小中連携推進会議を主催

し、各々の役割を正しく理解することで校種間の意識の隔たりの解消と小中合同研修会の

企画・実践により、自校研修の充実と改善を図ってまいります。地域の教育力の活用にお

いては、これまで学校単位に開催していた学校運営協議会と地域住民を含めた推進委員会

を一本化し、幼小中の運営や町全体に関わる教育課題への参画促進を図り、また、キャリ

ア教育における地域の人材や団体の活用、郷土資料館を中心とした社会教育との連携によ

るふるさと教育の推進など、新冠町ならではの地域資源を積極的に活用した教育活動を実

施いたします。更に、主権者教育とふるさと教育の観点から実施しております、中学生と

町長との懇談会については、内容の見直しと充実を図りながら今年度も開催し、町づくり

への参画意識やふるさと愛を育む取り組みを推進いたします。 

 ４点目は、「特別支援教育の充実について」であります。 

 小中学校ともに特別支援教育のニーズは高まっておりますが、一方で全ての子どもが同

じ環境で学ぶインクルーシブ教育も大切でありますことから、教員の研修時間を確保し、

各々の専門知識の向上に努めるとともに、学校全体で関わっていくよう計画的な教員の人

事配置を行ってまいります。また、普通学級において学習や学校生活で困り感を抱える子

どもの対応として、個々の特性に応じたきめ細かい教育相談と関係機関との情報共有を行

い、通級指導教室、巡回指導教員やスクールカウンセラー派遣事業を積極的に活用し、支

援体制の充実に努めます。特別支援教育においては、日常的な支援と子どもが成長する過

程を見据えた長期的な視点の支援が必要であることから、児童生徒一人ひとりの特性に応

じた個別の指導計画・教育支援計画や適切な教育課程を編成し、評価・改善を繰り返すこ

とで、将来を見据えた切れ目のない支援につなげてまいります。 

 ５点目は、「信頼される学校づくりの推進」についてであります。 

 地域に開かれ信頼される学校づくりを実践するためには、地域から認められる教職員の

資質・能力と組織力が必要となります。そのため、学校長の経営ビジョンや具体的な方針、
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役割の分担を明確化した上で、検証サイクルを確立するとともに、個人面談で人事評価を

通じて学校設定目標を共有することで教職員の経営参画意識の醸成を図り、学校長を中心

とした校内組織の強化に努めます。初任段階教員及び中堅教員の人材育成として、指導主

事の授業参観による継続的な指導助言を行うことで、次世代を担う人材の成長を促し、中

堅教員については学校組織において中核的な職務を割り当て積極的な活用を図ります。幼

小中を貫く教育の推進については、積極的な校種間交流を進め、教職員の研究活動におい

て小中の学び方や接続を意識した研修を充実させ、教育課程への位置付けと具体的実践を

進めてまいります。また、教職員への各種研修会や町教育研究協議会への参加奨励や服務

規律研修を充実させることで、教職員の資質向上と服務規律の保持を図り、加えて、増加

傾向にあります教職員の心の健康問題については、メンタルヘルスチェックと個別面談を

実施し、引き続き働き方改革を推進することで未然防止に努めます。 

６点目は、「教育環境の整備」についてです。 

はじめに、小・中学校の老朽化と新たな学校の創造についてでありますが、令和２年１

０月に策定した新冠町小中学校適正規模・適正配置基本計画において、人口の将来推計、

施設の老朽化状態、一貫教育の取り組みを考慮し、１０年間の当計画の最終年度である令

和１２年度の完成を目指し、中学校の改築計画と後年次の小学校改築計画を具体化すると

しております。現状において、中学校に限らず小学校についても校舎の建築から５０年を

迎え老朽化が進行しており、また、町内の児童生徒数についても今後急速に減少していく

ことが予想されております。このことから、新しい学校構想に向けた検討委員会を立ち上

げるとともに、小・中学校の改築計画について、町部局や関係機関との協議、検討を進め

ていくこととし、併せて小中連携推進会議を中心に義務教育期間９年間を貫く教育課程の

編成について調査研究してまいります。次に教師にとってのウェルビーイングとして、学

校が働きやすさと働きがいのある職場であるよう、働き方改革の取り組みを継続し、教職

員が心身ともに健康でゆとりを持ち、教育活動に専念できる環境を整備するため、校内組

織コアチームを中心に全職員が改革の提案と実践にかかわるほか、一人一人の在校時間の

把握と管理職による個別面談を実施し、業務の適正化と改善に向けた指導助言を行ってま

いります。町費負担教職員については、教諭２名を引続き新冠小学校へ配置し、児童に寄

り添った、よりきめ細やかな指導と授業改善に資する役割を担っていくほか、ＡＬＴ及び

外国語学習指導員による英語指導への対応や学習支援員を小中学校の学年毎に配置し、当

町独自の充実した教育体制を維持いたします。 

７点目は、「認定こども園の教育・保育の推進」についてであります。  

認定こども園ド・レ・ミは、家庭や地域とともに、心豊かで健やかな子どもを育む基本

理念のもと、就学前までに、身について欲しい力の習得を促し、スムーズな小学校への接

続を意識するとともに、全ての子育て家庭に子育ての喜びを実感できるよう支援を行って

まいります。また、日々の保育・教育活動を通じて要支援児を把握し、関係機関の協力を

得ながら早期対応に努めてまいります。保護者の就労状況に関わらず、３歳未満の全ての
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子どもが一定の条件のもと柔軟に保育施設を利用できる、子ども誰でも通園制度が、令和

８年度から全ての市町村で実施されますことから、整備体制等の準備を進めてまいります。

保育教諭の資質向上の取り組みとして、計画的な園内・園外研修を実施し、学びと実践を

繰り返すことで教育保育活動の専門性と質の向上に引き続き努めるとともに、より働きや

すい職場環境を提供することで保育従事者の確保につなげ、町民の保育需要の対応に努め

てまいります。子育て支援センター事業につきましては、昨今の出生数の減少や核家族化

による乳幼児をもつ母親の孤立化を防ぐため、母親同士の情報交換や交流の場を提供する

ほか、保健師等の保健福祉部門と連携しながら育児に関する相談業務を行うことで、町内

で安心して子育てができるよう支援してまいります。 

次に、「ふるさとを愛し、生涯にわたり、学びあい、教えあう学習社会」についてであり

ます。 

社会教育事業においては、継続して町民憲章とふるさと教育につながる「Ｒｅの精神」

を意識し各事業に関連づけながら、まちづくりの中心であるレ・コード館を拠点とした特

徴ある事業を展開し、持続可能な社会を目指した主体的に学び、教えあう質の高い教育の

提供を推進してまいります。 

１点目は、「レ・コード館を中心とした生涯学習社会の推進」についてであります。 

音楽・文化の拠点となるレ・コード館機能を活かしながら、クーリングシェルターの設

置やボランティアの育成を図り新たな居場所づくりを提案するとともに、文化活動の活性

化を目指し、文化協会や自主企画委員会をはじめとした各団体と連携しながら、文化芸術

活動の支援に努めてまいります。音楽を通した情操教育と新たな生きがいづくりを推進す

るため、引き続き音楽鑑賞機会や楽器演奏体験の充実を図るとともに、昭和音楽大学との

連携を図りながら吹奏楽クリニック事業を継続して実施し、吹奏楽の技術向上に寄与した

取り組みを進めます。また、レ・コードと音楽による町づくりを熟成させるために、第９

次となる社会教育中期計画を策定し計画的な生涯学習社会の構築を目指すとともに、収集

レコードの活用を図り、町民の皆さんがレコード音楽に触れる機会が増えるよう町内施設

を対象とした巡回レコードコンサート事業の充実に努めます。学校教育との融合をより深

めるために、連絡調整を図りながら放課後子ども教室、スポーツ教室等の充実を図り、中

学校においては、部活動地域移行に向けて新たな取り組みを進めてまいります。 

２点目は、「生涯にわたってスポーツに親しむ社会体育の推進」についてであります。 

昨年度策定したスポーツ振興計画に基づき、少年期のスポーツについては、スポーツ少

年団との連携を図り各種スポーツの体験教室を開催し、成人スポーツではレクリエーショ

ンスポーツのモルックやトレーニングルームでの運動の習慣化を定着させ、高齢者におい

ては、健康に主軸においた健康教室の開催を進めます。また、学校とスポーツ団体との連

携を図りながら、中学校における部活動地域移行に向けた取り組みを進めます。スポーツ

環境の整備充実においては、町民グランドや各種体育施設を開設するとともに、新たに青

年の家の体育館施設の利用について検討します。スポーツでつくる共生社会を目指して、
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車いすバスケット教室を開催し、加えて、スポーツ指導者の育成及び指導能力の向上を図

るため、指導者講習会を開催し適切な指導方法の学習の場を設けます。 

３点目は、「郷土愛を育む郷土資料館事業の推進」についてであります。 

郷土資料館は、ふるさとの歴史や自然、文化を守り、未来へと引き継ぐ役割を担ってい

ます。施設や文化財を整備するとともに、各種事業を推進して郷土のすばらしさを積極的

に発信していきます。ふるさと・再発見講座では、子どもから大人まで、各年代に合わせ

た学習や体験講座を展開いたします。特にポロシㇼ生活館を拠点としたアイヌ文化の伝承

を、アイヌ協会や学校と連携を深めながら充実させていきます。また、郷土文化研究会や

ネイチャーズクラブとともに、歴史や自然にまつわる普及事業や調査研究活動を行い、学

びながらふるさとを大切にする輪を広げられるよう努めてまいります。 

４点目は、「豊かな感受性と社会性を育む図書プラザ事業の推進」についてであります。 

図書プラザは、個人学習を支援、援助することにより、学習意欲を満足させる機能を持

っており、良いサービスを提供することで学習意欲を向上させる効果があることから、図

書館資料の計画的購入や乳幼児を対象としたブックスタート事業をはじめ、ライフステー

ジに応じた各種事業を推進してまいります。また、本年度は新冠町子ども読書推進計画第

４次の策定年度となりますので、新冠町のすべての子どもたちが、あらゆる機会で本に親

しみ、自ら進んで読書活動が行えるように読書環境の整備計画を進めます。学校図書及び

読み聞かせの会等の関係団体とは、継続して図書事業との連携を図りながら、司書の専門

性を活かし、より充実した活動が進められるよう積極的に支援してまいります。また、夜

間開放やアニマル号の運行により、読書環境を整備することで、利便性を重視した施設運

営を引き続き努めてまいります。 

５点目は、「豊かな人間性と自律を促す青少年教育事業の充実」についてであります。 

命の大切さと自発性や自律心を促すことを目的にした、自然体験、職業体験事業を実施

するとともに、昨年に引き続き各種団体と連携を図りながら防災キャンプを実施します。

町民センターで開設しております、放課後子ども教室につきましては、放課後を中心とし

た児童の活動場所として活用されておりますが、新冠小学校とより連携を深め、安全安心

の居場所づくりを進めるとともに、少年教育の充実が図れるよう各種事業を展開していき

ます。地域ぐるみで子どもを育む環境づくりを進めるために学校運営協議会との連携や、

まちづくりに寄与した、ふるさと盆おどり等の各種青年団体事業については、指導助言を

積極的に行い活性化を図ってまいります。 

６点目は、「協働型参画社会を目指した成人教育の推進」についてであります。 

成人教育は家庭や地域社会において中心的な役割を担い、この時期の学習活動により地

域貢献や地域発展につながることから、生涯学習事業を積極的に展開し、住民の町づくり

に対する参画意識の向上に努めます。高齢者の学びの場として、いきいき大学を開催して、

楽しみながら知識や教養を身に付ける学習会や見学会のほか、保健福祉課の介護予防教室

との連携事業を進め、異世代交流等を通し、学びあい、教えあう場の提供を図ります。ま
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た、女性のまちづくりへの参画を目的として活動しております女性コミュニティ会議につ

きましても、より積極的にまちづくりに参画できるよう、研修内容の充実を図り、自主活

動を促進できるよう支援してまいります。 

 以上、令和７年度の教育行政執行方針について申し上げました。私たちをとりまく環境

は、変化の激しい先を見通せない状況にあります。しかしながら、私たち教育行政は、そ

の活動の歩みを止めるわけにはいきませんし、次なる新たな方向性を打ち出していく必要

があります。教育は、人づくり。人づくりは、町づくりの基本であるとの認識のもと、変

化の激しい時期だからこそ、逆に飛躍のために大きく変われるチャンスでもあることを念

頭に置き、不易と流行をしっかりと見定め、将来に向け持続可能な教育環境を展望してま

いります。教育委員会は、未来を担う子どもたちが自分たちの力でしっかりと前を向いて

逞しく歩み進めるよう、その成長を支えるとともに、町民の皆さんが、ふるさと新冠を愛

し、新冠で生まれ育ってよかったと実感できるように、また生涯にわたって豊かな学びと

活動を展開できますよう、本年度も職員一丸となって積極的な実践活動に取り組んでまい

る所存です。町議会議員の皆さま並びに町民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げ、

教育行政執行方針といたします。なお、政策的事業のうち、当初予算で措置されていない

ものにつきましては、新町長と協議を行い、６月補正予算への計上の有無について判断さ

れますことから、本執行方針には入れておりませんことをご理解賜りますよう存じます。 

○議長（氏家良美君） 教育長の教育行政執行方針が終わりました。 

 

休憩 午前１１時２０分 

再会 午前１１時３０分 

 

○議長（氏家良美君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

   ◎日程第３ 議案第１７号 

○議長（氏家良美君） 日程第３、議案第１７号、令和７年度新冠町一般会計予算を議題

といたします。提案理由の説明を求めます。 

佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤正秀君） 議案第１７号、令和７年度新冠町一般会計予算について提案

理由を申し上げます。 

令和７年度新冠町一般会計の予算は次に定めるところによるものとします。歳入歳出予

算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６２億３３００万円に定めようとす

るものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳

入歳出予算によるものとします。債務負担行為、第２条、地方自治法第２１７条の規定に

より債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表、債務負担

行為によるものとします。地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により、
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起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

第３表、地方債によるものとします。一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条の３第

２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５億円に定めようとするものです。歳出

予算の流用、第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各

項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものとします。第１

号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とするものです。 

次に、債務負担行為について説明いたしますので、６ページをお開き願います。第２表、

債務負担行為です。住民基本台帳ネットワークシステム購入費、期間は、令和７年度から

令和１１年度まで、限度額１０７０万８千円は、備荒資金を活用してシステム機器を更新

するものです。詳細は、予算説明資料６９ページのとおりです。節婦町地区津波避難タワ

ー建設事業、期間は、令和７年度から令和８年度まで、限度額４億９８４２万１千円は、

津波避難タワーの本体工事を行うものです。詳細は、予算説明資料１９４ページのとおり

です。 

次に、地方債の説明を行いますので、７ページをお開き願います。第３表、地方債、過

疎地域自立促進特別事業、限度額６３９０万円は、高齢者福祉事業や地域医療の確保など

に活用しているもので、充当事業は８ページ第３表付表のとおりです。日高中部環境セン

ター基幹改良事業、限度額２億２０７０万円は、焼却炉等プラント施設の長寿命化事業に

係る過疎債です。橋梁長寿命化事業、限度額８６７０万円は、節婦小橋整備事業に係る過

疎債です。林道整備事業、限度額２７０万円は、普通林道節婦線橋梁補修調査設計業務に

係る過疎債です。テレビ共同受信施設整備事業、限度額３７０万円は、東川共栄地区テレ

ビ共同受信施設整備調査設計業務に係る辺地債です。水利施設等保全高度化事業、限度額

１億５０９０万円は、太陽地区の営農用水施設整備事業に係る辺地債です。農村整備事業、

限度額５６２０万円は、道営事業により実施する東泊津地区農道整備事業に係る辺地債で

す。小規模治山事業、限度額１１８０万円は、共栄受乞右の沢小規模治山事業に係る緊急

自然災害防止対策事業債です。林道維持事業、限度額９６０万円は、泉線大規模林道路肩

補修工事に係る緊急自然災害防止対策事業債です。道路整備事業、限度額９５０万円は、

美宇若園線泉若園浄水場地先排水路補修設計業務ほか２件に係る緊急自然災害防止対策事

業債です。河川整備事業、限度額４３０万円は、新冠５号川小学校地先護岸補修設計業務

ほか１件に係る緊急自然災害防止対策事業債です。津波避難施設等整備事業、限度額３５

６０万円は、節婦町地区津波避難タワー建設事業に係る公共事業等債です。公有林整備事

業、限度額１６００万円は、町有林森林整備事業に係る、国の予算等貸付金債です。なお、

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表に記載のとおりでございます。また、

本年度の地方債は、合計６億７１６０万円を限度として借入を起こすものですが、この内、

地方交付税で８割が措置される辺地債、７割が措置される過疎債などを精査しますと、実

質的な一般財源は、１億９８７２万円となります。 
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次に事項別明細書、歳出より説明いたしますので、３８ページをお開き願います。別冊

により予算説明資料を配付させて頂いておりますので、説明につきましては、できるだけ

簡潔に行いますので、ご了承願いたい思います。３８ページから４１ページになります。

１款１項１目ともに議会費７４０９万２千円は、議員報酬など議会運営費を計上しており

ます。 

４２ページから５３ページに移ります。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

５億４５４４万円。前年度比８０３４万１千円の増は、自治体情報システム標準化対応業

務関連経費などの増加によるものです。５４ページから５５ページに移ります。２目文書

広報費１６２４万５千円は、広報紙発行や続・新冠町史発刊事業費などを計上しておりま

す。３目財産管理費４０２０万８千円、５９ページまで跨ります。町有建物維持管理や公

共施設用地借上料などを計上しております。５８ページから５９ページに移ります。４目

町有林造成管理費３７８７万９千円は、町有林の管理費を計上しております。５目企画費

５５３９万１千円、６７ページまで跨ります。公共交通確保や定住移住促進、コミュニテ

ィバス等の運行費などを計上しております。６６ページから６７ページ。６目公平委員会

費２万１千円は、公平委員３名に係る報酬等を計上しております。７目交通安全対策費１

７８万円、６９ページまで跨ります。交通安全推進委員会補助金などを計上しております。

６８ページから６９ページに移ります。８目諸費１４０４万２千円は、町政事務委託や街

路灯補助事業などを計上しております。９目財政調整基金費２０万８千円は、積立金利子

を計上しております。１０目減債基金費５９２万５千円、７１ページまで跨ります。立木

売払収入及び積立金利子を計上しております。７０ページから７１ページ。１１目ふるさ

とづくり基金費１億２０６万７千円は、ふるさと納税寄附金や町有牛売払収入などを計上

しております。１２目地域振興基金費６００万円は、ピーマン選果施設整備事業貸付金収

入を計上しております。７２ページから７５ページに移ります。２項徴税費、１目税務総

務費７０６６万１千円は、一般事務費や滞納整理機構負担金などを計上しております。７

４ページから７７ページに移ります。２目賦課徴収費６３４万６千円は、収納事務費やシ

ステム運用費などを計上しております。７８ページから８１ページに移ります。３項１目

ともに戸籍住民基本台帳費３３１８万円は、戸籍電算化経費やマイナンバーカード交付事

務費などを計上しております。８２ページから８３ページに移ります。４項選挙費、１目

選挙管理委員会費３８万８千円は、選挙管理委員会委員３名分の報酬などを計上しており

ます。２目新冠町長選挙費８５２万７千円は、４月２０日執行予定の選挙事務経費を計上

しております。８４ページから８５ページに移ります。３目新冠町議会議員補欠選挙費３

１５万１千円は、４月２０日執行予定の選挙事務経費を計上しております。４目参議院議

員通常選挙費９７４万７千円は、７月に執行が見込まれる選挙事務経費を計上しておりま

す。８６ページから８７ページに移ります。５項統計調査費、１目指定統計調査費３７１

万３千円、前年度比２８２万１千円の増は、５年周期の国勢調査費などの増加によるもの

です。８８ページから８９ページに移ります。６項１目ともに監査委員費１１１万１千円



20 
 

は、監査委員２名分の報酬などを計上しております。 

９０ページから１０３ページに移ります。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉

総務費５億５３８７万６千円、前年度比４０４６万３千円の増は、自治体情報システム標

準化経費や扶助費における給付費の増加などによるものです。１０２ページから１０７ペ

ージに移ります。２目老人福祉費２億４７５７万８千円、前年度比１４１９万２千円の増

は、各委託料や日高中部広域連合負担金の増加などによるものです。１０６ページから１

０７ページに移ります。３目後期高齢者医療費１億８８５万４千円は、療養給付費負担金

などを計上しております。４目地域包括支援センター費４５８９万円、１１１ページまで

跨ります。運営費や生活支援体制整備事業費などを計上しております。１１０ページから

１１５ページに移ります。５目老人福祉施設費３８７１万８千円は、老人憩いの家や高齢

者共同生活施設の運営費などを計上しております。１１４ページから１１５ページに移り

ます。６目社会福祉施設費６１４万９千円は、各集会施設の維持管理費を計上しておりま

す。１１６ページから１１７ページに移ります。７目生活館費１２１３万６千円は、生活

館の維持管理費を計上しております。１１８ページから１１９ページに移ります。８目国

民年金費３万９千円は、事務費を計上しております。１２０ページから１２１ページに移

ります。２項児童福祉費、１目児童措置費８８７０万２千円、前年度比３０４９万５千円

の増は、児童手当支給費の増加によるものです。２目児童福祉施設費２６１８万２千円、

１２５ページまで跨ります。児童館や子育て支援センター運営費などを計上しております。 

１２６ページから１２９ページに移ります。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛

生総務費６９６８万８千円。前年度比３０８万１千円の増は、健康情報システム改修費の

増加によるものです。１２８ページから１３３ページに移ります。２目予防費３２２３万

円は、各種健診及び伝染病予防接種事業費などを計上しております。１３２ページから１

３７ページに移ります。３目環境衛生費１７００万９千円は、霊園霊葬場管理などを計上

しております。１３６ページから１３７ページに移ります。４目診療所費１億４３７１万

９千円は、国保診療所特別会計に対する繰出金を計上しております。１３８ページから１

３９ページに移ります。２項清掃費、１目清掃総務費４億３５７０万２千円、前年度比２

億３９３７万円の増は、日高中部衛生施設組合負担金で、施設の長寿命化を図る環境セン

ター基幹改良事業の増加によるものです。１４０ページから１４１ページに移ります。３

項水道費、１目地区水道費１２４１万７千円、前年度比７１２万２千円の増は、地区水道

施設工事費の増加などによるものです。２目簡易水道費９７６３万２千円は、簡易水道事

業会計に対する補助金を計上しております。 

１４２ページから１４３ページに移ります。５款農林水産業費、１項農業費、１目農業

委員会費２２２０万１千円は、職員人件費などを計上しております。１４４ページから１

４７ページに移ります。２目農業総務費４９６６万６千円は、農業次世代人材投資資金や

各種振興補助金などを計上しております。１４６ページから１４９ページに移ります。３

目農業振興費３億４０２４万円、前年度比１億５３５１万４千円の増は、道営土地改良事
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業負担金の増加によるものです。１４８ページから１５１ページに移ります。４目畜産業

費４４３万１千円は、酪農ヘルパー事業ほか各種補助金などを計上しております。１５０

ページから１５７ページに移ります。５目牧野管理費９７３５万３千円は、預託牛及び町

有牛管理費を計上しております。１５８ページから１６１ページに移ります。２項林業費、

１目林業振興費５８１８万７千円は、有害鳥獣駆除対策事業費などを計上しております。

１６０ページから１６１ページに移ります。２目林道費２１１７万８千円、前年度比１３

５２万５千円の増は、橋梁補修調査設計委託料や林道補修工事費などの増加によるもので

す。１６２ページから１６３ページに移ります。３目治山費２９１３万５千円は、小規模

治山工事費などを計上しております。１６２ページから１６３ページに移ります。４目森

林公園費１３０５万９千円は、判官館森林公園管理費などを計上しております。１６４ペ

ージから１６５ページに移ります。３項水産業費、１目水産業振興費７３３万９千円は、

水産多面的機能発揮対策事業負担金などを計上しております。 

１６６ページから１６７ページに移ります。６款１項ともに商工費、１目商工業振興費

１４３５万３千円は、商工業振興事業補助金などを計上しております。２目観光費１億２

７４４万４千円、１７１ページまで跨ります。乗馬施設、道の駅、新冠温泉などの管理運

営費を計上しております。 

１７２ページから１７３ページに移ります。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋

梁総務費７０３万８千円は、道路台帳管理業務委託費などを計上しております。２目道路

維持費７１２３万１千円、１７５ページまで跨ります。町道維持補修費などを計上してお

ります。１７４ページから１７７ページに移ります。３目道路新設改良費２億８９８２万

６千円、前年度比２億１９１５万８千円の増は、橋梁長寿化修繕工事など、道路メンテナ

ンス補助事業費の増加によるものです。１７８ページから１７９ページに移ります。２項

河川費、１目河川総務費１３４７万５千円は、河川維持整備事業費などを計上しておりま

す。１８０ページから１８３ページに移ります。３項住宅費、１目住宅管理費１４９６万

３千円は、公営住宅維持管理費などを計上しております。１８２ページから１８３ページ

に移ります。２目住宅建設費１３５３万５千円は、職員人件費などの事務費を計上してお

ります。１８４ページから１８５ページに移ります。４項下水道費、１目下水道整備費１

億１４５５万１千円は、下水道事業会計に対する補助金を計上しております。 

１８６ページから１８７ページに移ります。８款１項ともに消防費、１目常備消防費２

億１８２３万円は、日高中部消防組合本部経費及び新冠支署経費を計上しております。３

目災害対策費１億３２８１万１千円、１８９ページまで跨ります。前年度比４７２１万６

千円の増は、節婦町地区津波避難タワー建設事業費の増加によるものです。 

１９０ページから１９１ページに移ります。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委

員会費１８９万７千円は、教育委員の報酬などを計上しております。２目事務局費１億２

４５２万１千円、１９７ページまで跨ります。学力体力向上支援事業費や、奨学金貸付金

などを計上しております。１９８ページから１９９ページに移ります。３目住宅費５２万
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７千円は、教員住宅維持管理費等を計上しております。４目児童生徒輸送費５７１４万２

千円は、スクールバスの運行経費を計上しております。２００ページから２０３ページに

移ります。２項小学校費、１目学校管理費５８７８万１千円は、小学校施設維持管理費な

どを計上しております。２０４ページから２０５ページに移ります。２目教育振興費１６

１０万２千円、前年度比１２６８万１千円の増は、児童用パソコン購入費の増加によるも

のです。２０６ページから２１１ページに移ります。３項中学校費、１目学校管理費４８

９７万８千円は、中学校施設維持管理費などを計上しております。２１０ページから２１

１ページに移ります。２目教育振興費９７５万２千円、前年度比７６７万４千円の増は、

生徒用パソコン購入費の増加によるものです。２１２ページから２１７ページに移ります。

４項１目ともに認定こども園費２億５５５２万２千円は、こども園施設維持管理費及び運

営費を計上しております。２１８ページから２２３ページに移ります。５項社会教育費、

１目社会教育総務費９９３９万１千円は、各種団体補助金や音楽体験交流事業などを計上

しております。２２４ページから２２９ページに移ります。２目レ・コード館事業推進費

８５７３万７千円は、レ・コード館施設維持管理費やレ・コードプラザ運営費などを計上

しております。２２８ページから２３３ページに移ります。３目図書費１２９２万８千円

は、図書プラザ事業費や図書購入費などを計上しております。２３２ページから２３７ペ

ージに移ります。４目青少年育成費１２５５万４千円は、青年団体等補助金や放課後子ど

もプラン事業費などを計上しております。２３６ページから２３９ページに移ります。５

目郷土資料館費１６５万４千円は、資料館施設管理費や教育普及活動事業費などを計上し

ております。２３８ページから２４１ページに移ります。６目青年の家費３７１万６千円

は、施設維持管理費を計上しております。２４０ページから２４１ページに移ります。７

目町民センター費１５１０万２千円、前年度比８５１万１千円の増は、町民センター外壁

補修工事費の増加によるものです。２４２ページから２４５ページに移ります。６項保健

体育費、１目保健体育総務費３８４５万２千円は、町民スポーツ教室事業や社会体育団体

補助金などを計上しております。２４４ページから２４９ページに移ります。２目体育施

設費１４７０万４千円、前年度比２２２万５千円の増は、町民グランドバックネット修繕

費などの増加によるものです。２５０ページから２５１ページに移ります。７項１目とも

に学校給食費６５１５万４千円は、給食材料費及び業務委託料などを計上しております。 

２５２ページから２５３ページに移ります。１０款災害復旧費、１項公共土木施設災害

復旧費、１目現年発生災害復旧費５千円は、北海道防災協会負担金を計上しております。 

２５４ページから２５５ページに移ります。１１款１項ともに公債費、１目元金６億５

９６２万４千円は、起債償還に係る元金を計上しております。２目利子１４８６万８千円

は、起債償還等に係る利子を計上しております。 

２５６ページから２５７ページに移ります。１２款１項１目ともに予備費３００万円は、

予備費を計上しております。 

○議長（氏家良美君） 一度中断して頂けますでしょうか。 
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休憩 午前１１時５８分 

再会 午前１２時５９分 

 

○議長（氏家良美君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

引き続き提案理由の説明を求めます。 

佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤正秀君） 次に、歳入に入りますので、１２ページをお開き願います。 

説明につきましては、歳入につきましては予算額のみ申し上げますので、ご了承願いたい

と思います。１２ページから１３ページ。１款１項ともに町民税、１目個人２億７２０５

万５千円、２目法人５１２１万１千円。２項１目ともに固定資産税３億２０４６万８千円、

２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金８５８万８千円、３項１目ともに軽自動車税

１７４８万１千円、２目環境性能割１１７万９千円、４項１目ともに市町村たばこ税３１

４４万３千円、５項１目ともに入湯税１２９２万１千円。２款地方譲与税、１項地方揮発

油譲与税、１４ページから１５ページに移り、１目地方揮発油譲与税１８００万円、２項

１目ともに自動車重量譲与税５７００万円、３項１目ともに森林環境譲与税７９７万６千

円。３款１項１目ともに利子割交付金３０万円。４款１項１目ともに配当割交付金２４０

万円。５款１項１目ともに株式等譲渡所得割交付金２７０万円。６款１項１目ともに法人

事業税交付金１２００万円。７款１項１目ともに地方消費税交付金１億４３００万千円。

８款１項１目ともに環境性能割交付金９００万円。９款１項ともに地方特例交付金、１６

ページから１７ページに移り、１目地方特例交付金２３０万円。１０款１項１目ともに地

方交付税２８億４０００万円。１１款１項１目ともに交通安全対策特別交付金８０万円。

１２款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金７８万７千円、２目教育費負担

金３１８万１千円。１３款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料６０万円、２

目民生使用料１８３万１千円、３目衛生使用料９０万３千円、４目農林水産業使用料７２

４万６千円、１８ページから１９ページに移ります。５目商工使用料１３１万２千円、６

目土木使用料７３３８万６千円、７目教育使用料２３２万３千円、２項手数料、１目総務

手数料２５７万３千円、２目民生手数料５３５万２千円、３目衛生手数料１５５８万８千

円、２０ページから２１ページに移ります。４目農林水産業手数料１１万８千円、５目土

木手数料１千円。１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金２億１９０

７万円、２目衛生費国庫負担金２５０万６千円、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金

５２０５万１千円、２目民生費国庫補助金１９６８万４千円、２２ページから２３ページ

に移ります。３目衛生費国庫補助金３５万７千円、４目土木費国庫補助金１億５８７９万

３千円、５目消防費国庫補助金７９２０万円、６目教育費国庫補助金１５０９万８千円、

３項国庫委託金、１目総務費国庫委託金９９８万８千円、２目民生費国庫委託金２３０万

９千円、２４ページから２５ページに移ります。１５款道支出金、１項道負担金、１目民
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生費道負担金１億１６８６万５千円、２項道補助金、１目総務費道補助金２５１９万８千

円、２目民生費道補助金２７９２万７千円、３目衛生費道補助金８３万１千円、２６ペー

ジから２７ページに移ります。４目農林水産業費道補助金４３９１万９千円、５目消防費

道補助金２６０万円、６目教育費道補助金３１万６千円、３項道委託金、１目総務費道委

託金１１７６万３千円、２目衛生費道委託金１２万７千円、３目農林水産業費道委託金１

８１万１千円、２８ページから２９ページに移ります。４目商工費道委託金１千円、５目

土木費道委託金１１６万千円。１６款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入１

９２６万２千円、２目利子及び配当金７２万４千円、２項財産売払収入、１目物品売払収

入４８６２万２千円、３０ページから３１ページに移ります。１７款１項ともに寄附金、

１目一般寄附金１千円、２目指定寄附金１億１千円。１８款繰入金、１項基金繰入金、１

目ふるさとづくり基金繰入金２億３７１６万円、２目減債基金繰入金７６０万１千円、３

目財政調整基金繰入金２億５１２７万１千円。１９款１項１目ともに繰越金３千万円。２

０款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金１千円、２目加算金１千円、２項１

目ともに預金利子５万円、３項貸付金元利収入、１目アイヌ住宅改良等資金貸付金元利収

入３３０万２千円、２目北海道労働金庫貸付金元金収入３００万円、３目農業振興資金貸

付金収入６００万円、３２ページから３３ページに移ります。４目奨学金貸付金元金収入

１１８４万円、４項雑入、１目滞納処分費１千円、２目弁償費１千円、３目違約金及び延

納利息１千円、４目宝くじ交付金収入２３１万１千円、５目雑入５８５０万３千円、３４

ページから３５ページに移ります。５項１目ともに受託事業収入６４１５万円。２１款１

項ともに町債、１目総務債６７６０万円、２目衛生債２億２０７０万円、３目農林水産業

債２億４７２０万円、３６ページから３７ページに移ります。４目土木債１億５０万円、

５目消防債３５６０万円。 

以上、議案第１７号、令和７年度新冠町一般会計予算の提案内容を説明いたしました。

御審議賜り、原案のとおり御決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

   ◎日程第４ 議案第１８号 ～ 日程第５号 議案第１９号 

○議長（氏家良美君） 日程第４、議案第１８号、令和７年度新冠町国民健康保険特別会

計事業勘定予算、日程第５、議案第１９号、令和７年度新冠町後期高齢者医療特別会計予

算、以上２件を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

島田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（島田和義君） 議案第１８号、令和７年度新冠町国民健康保険特別会計

事業勘定予算について提案理由を申し上げます。 

令和７年度新冠町国民健康保険特別会計事業勘定の予算を次のとおり定めようとするもの

です。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億１５６６万

２千円と定めるものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、
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第１表、歳入歳出予算によるものとします。一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条

の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５００万円と定めるものです。歳

出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定めます。第１号、保険

給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用とします。 

それでは、事項別明細書の歳出から説明いたしますので２８１ページから２８２ページ

をお開き下さい。歳出の説明につきましては、予算区分の目における前年度比の増減理由

を中心に行いますので、ご了承願います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

２１９万７千円、前年度比５０万７千円の減。国保会計における事務費を計上しておりま

す。減額となった主な項目は、１２節委託料で、当該経費は発注する業務内容によって年

度間の予算額が増減しますが、本年度は国保税率の改正に合わせて、納期を７期から１０

期に変更するシステム改修を行います。２目連合会負担金６６６万２千円、前年度比３４

７万５千円の増。国保連合会への負担金を計上しており、増額となった主な要因は、国保

事務処理の標準システム化に伴い、ガバメントクラウドへの移行経費が必要となったため

で、国保連合会からの通知額により計上しております。２８３ページから２８４ページに

移ります。２項１目ともに運営協議会費１２万３千円、前年度比２千円の減。国保運営協

議会に係る事務費を計上しております。減額となりましたのは、前年度実績見込み額に合

せて、食糧費を２千円減額したことによるものです。２８５ページから２８６ページに移

ります。３項１目ともに趣旨普及費、予算計上はありません。２８７ページから２８８ペ

ージに移ります。２款保険給付費、１項療養諸費、１目療養給付費３億６４９３万１千円、

前年度比８３９万１千円の増。療養給付費に係る保険者負担金を計上しており、本年度予

算額は、過去５年間の療養給付費の実績額をもとに算出しました。被保険者数を１２３１

人、一人当たり保険者負担額を２９万６４５１円で見込んでおります。２目療養費２８５

万２千円、前年度比１７万１千円の減。柔道整復施術料や補装具の給付など療養費に係る

保険者負担額を計上しており、本年度予算額は過去５年間の療養費実績額をもとに算出い

たしました。３目審査支払手数料９６万５千円、前年度比５万円の減。実績見込みにより

審査支払手数料は５万円を減額、レセプト電算処理システム手数料は前年同額を計上して

おります。２８９から２９０ページに移ります。２項１目ともに高額療養費６０４９万２

千円、前年度比５５１万６千円の増。高額療養費に係る保険者負担額を計上しており、本

年度予算額は、過去５年間の高額療養費実績額をもとに算出しました。２目高額介護合算

療養費１０万円、前年同額です。医療保険と介護保険の自己負担合算額が限度額を超えた

場合に支給されるものになります。２９１から２９２ページに移ります。３項１目ともに

移送費１千円は科目存置です。２９３ページから２９４ページに移ります。４項出産育児

諸費、１目出産育児一時金１５０万円は、前年同額です。出産育児一時金は、一件当たり

５０万円で、３件分を計上しております。２目支払手数料１千円は、前年同額です。出産
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育児一時金に係る支払手数料を計上しております。２９５ページから２９６ページに移り

ます。５項葬祭諸費、１目葬祭費３０万円は、前年同額です。葬祭費は、一件当たり３万

円で、過去５年間の実績をもとに１０件分を計上しております。２９７ページから２９８

ページに移ります。３款国民健康保険事業費納付金、１項医療費給付費分、１目一般被保

険者医療給付費分１億７１７８万７千円、前年度比１４３８万５千円の減。医療給付費分

として北海道に収める負担金でございまして、北海道からの通知に基づき計上しておりま

す。減額となった主な理由は、国から北海道へ交付される前期高齢者交付金が増額となっ

たためであります。２９９ページから３００ページに移ります。２項後期高齢者支援金等

分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分５０９７万４千円、前年度比７０３万７千円

の減。後期高齢者支援金等分として北海道に収める負担金でございまして、北海道からの

通知に基づき計上しています。減額となった要因は、先ほど申し上げた医療費給付費分と

同様の理由でございます。３０１ページから３０２ページに移ります。３項１目ともに介

護納付金分１８８１万６千円、前年度比２５０万６千円の減。介護納付金分として北海道

に収める負担金でございまして、北海道からの通知に基づき計上しております。減額の要

因は、先ほど申し上げた医療費給付費分と同様の理由でございます。３０３ページから３

０４ページに移ります。４款保健事業費、１項１目ともに特定健康診査等事業費２６０万

７千円、前年度比９万３千円の増。特定健康診査に係る事業費として、４０歳以上７５歳

未満の被保険者８９１人のうち、受診率を３５％で見込み、受診にかかる経費を計上して

おります。３０５ページから３０６ページに移ります。２項保健事業費、１目保健衛生普

及費６３４万８千円、前年度比１４９万９千円の増。本科目には、医療費の適正化に向け

た事業費を計上しており、増額となったのは１２節委託料で４６万８千円の増、１８節負

担金補助及び交付金で９４万８千円の増でございます。委託料は新規で計上した、特定健

診未受診者電話勧奨業務委託料は、未受診者への電話勧奨を行い、受診率向上に資する取

り組みで、事業費の全額が北海道から交付されます。また、負担金補助及び交付金のうち

国民健康保険被保険者分費用負担金は、国保被保険者に係る予防接種費用を一般会計に支

出するものでございまして、これまでは補正予算で計上していましたが、毎年度必要な予

算でありますので、本年度から当初予算に計上したためでございます。３０７ページから

３０８ページに移ります。５款１項ともに公債費、１目利子１千円は、科目存置です。３

０９ページから３１０ページに移ります。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１

目一般被保険者保険税還付金２００万円。前年度比１００万円の増。国保税の更生決定に

伴う還付金で、過去５年間の実績額をもとに計上いたしました。２目償還金２千円は前年

同額で、国庫及び道負担金・補助金の精算返納に係る科目存置です。３１１ページから３

１２ページに移ります。２項１目ともに延滞金１千円は科目存置です。３１３ページから

３１４ページに移ります。３項診療報酬支払基金委託金、１目利子１千円は科目存置です。

３１５ページから３１６ページに移ります。４項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金１

億２２００万１千円、前年度比６７万２千円の増。北海道から、町立国保診療所へ交付さ
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れる特別調整交付金を国保会計から繰り出すもので、詳細は国保診療所特別会計で説明い

たします。３１７ページから３１８ページに移ります。７款１項１目ともに予備費１００

万円、前年同額の計上です。 

続きまして、歳入の説明をいたしますので、２７５ページから２７６ページをお開き下

さい。１款１項ともに国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税２億１１７万円、

前年度比２０４３万９千円の増。それぞれ節ごとに医療給付費分、後期高齢者支援金分、

介護納付金分の現年課税分、及び滞納繰越分を計上しておりますが、現年課税分の算定に

あたりましては、令和６年第４回定例会に上程し議決をいただきました、令和７年４月１

日適用の国保税率及び子育て世代への負担軽減額を用いて算出した調定見込み額の９８％、

滞納繰越分は滞納繰越見込額の１３．５％を計上いたしました。２款使用料及び手数料、

１項手数料、１目督促手数料５万円は、前年同額の計上です。３款道支出金、１項道負担

金、１目保険給付費等交付金５億７１８６万５千円、１節保険給付費等普通交付金４億３

０９０万１千円は、歳出予算に計上の保険者が負担する保険給付費に対しての交付金にな

ります。２７７ページから２７８ページに移ります。２節保険給付費等特別交付金１億４

０９６万４千円のうち、１.保険者努力支援分７４２万８千円は、特定健診受診率向上対策

に対する交付金等、２.特別調整交付金１億２２８６万４千円は国保診療所に対する交付金

等、３.都道府県２号分繰入金９６８万７千円は北海道の算定に基づく計上、４.特定健康

診査等負担金９８万５千円は特定健診に対する交付金です。４款財産収入、１項財産運用

収入、１目利子及び配当金１千円は科目存置です。５款繰入金、１項他会計繰入金、１目

一般会計繰入金３９８５万４千円。１節保険基盤安定繰入金３５６７万４千円は、保険税

軽減分に係る繰入れで６年度決算見込額により計上、２節未就学児均等割保険料繰入金１

５万４千円は未就学児の均等割軽減分に対する繰入れで６年度決算見込額により計上、３

節産前産後保険料繰入金１万４千円は、産前産後期間の保険税減額分に対する繰入れで６

年度決算見込額により計上、４節その他一般会計繰入金４０１万２千円のうち、１.国保安

定化支援事業分１千円は科目存置、２.出産育児一時金補助３分の２分１００万円は３件の

出産分、３.デジタル基盤改革支援補助金分３０１万１千円は標準システムのガバメントク

ラウド移行に係る国庫補助分を一般会計で受け入れるため、同額を国保会計に繰り入れる

ものです。２項１目ともに基金繰入金１３８万円。１節基金繰入金１３８万円は税率改正

に伴う激変緩和措置として実施する、就学児から１８歳以下までの子どもに係る均等割５

割軽減額の財源を基金から繰り入れるもの。６款１項１目ともに繰越金１００万円は前年

同額で、６年度決算見込額により計上。７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一

般被保険者延滞金１０万円は前年同額で計上しました。２７９ページから２８０ページに

移ります。２項雑入、１目滞納処分費１千円は科目存置。２目一般被保険者第三者納付金

２４万円は前年同額で計上。３目一般被保険者返納金１千円は科目存置です。 

以上が、議案第１８号、令和７年度新冠町国民健康保険特別会計事業勘定予算の提案理

由でございます。ご審議を賜り、原案どおりご決定頂きますよう、よろしくお願いいたし
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ます。 

続きまして、議案第１９号の提案理由を申し上げますので、３１９ページをお開き下さ

い。 

議案第１９号、令和７年度新冠町後期高齢者医療特別会計予算について、提案理由を申

し上げます。 

令和７年度新冠町後期高齢者医療特別会計の予算を次のとおり定めようとするものです。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９９９９万５千円と定

めるものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、

歳入歳出予算によるものとします。一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５００万円と定めるものです。それでは、

事項別明細書の歳出から説明いたしますので３２７ページから３２８ページをお開き下さ

い。歳出の説明につきましては、予算区分の目における前年度比の増減理由を中心に行い

ますので、ご了承願います。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費６７万４千円、

前年度比１０万９千円の増。本会計の事務費を計上しております。増額となった主な経費

は、１１節役務費のうち通信運搬費で、一通当たりの郵便料金の増額に伴うものでござい

ます。経費が増額したことによります。３２９ページから３３０ページに移ります。２款

１項１目ともに後期高齢者医療広域連合納付金９９１２万１千円。前年度比６５６万４千

円の増。後期高齢者広域連合への納付金を計上しており、事務費負担金は広域連合へ負担

する事務費分で９８万円の増、保険料負担金は被保険者が負担する保険料分で４７３万５

千円の増、保険基盤安定分負担金は保険料の軽減分に係る負担金で８４万９千円の増で、

いずれも広域連合からの通知により計上しております。３３１ページから３３２ページに

移ります。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金１０万円。前年

同額で計上しております。３３３ページから３３４ページに移ります。４款１項１目とも

に予備費１０万円、前年同額で計上しております。 

続きまして、歳入の説明をいたしますので３２５ページから３２６ページをお開き下さ

い。１款１項ともに後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料４３３６万６千円及び２

目普通徴収保険料２８９１万１千円は、いずれも被保険者から徴収させていただく保険料

で、広域連合が試算し、当町へ通知のあった保険料見込額７２２７万５千円の６割を特別

徴収分、４割を普通徴収分に振り分けし計上したものです。なお、滞納繰越分は科目存置

になります。２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料１千円は科目存置です。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金５２１万６千円は広域連合に納付す

る事務費負担分に係る繰入れ、２目保険基盤安定繰入金２２３９万８千円は保険料の軽減

分に係る繰入れで、いずれも広域連合からの通知等により計上しています。４款１項１目

ともに繰越金１千円は前年同額で計上。５款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延

滞金１千円は科目存置。２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金１０万円は前年同

額。３項１目ともに雑入１千円は科目存置です。 
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以上が、議案第１９号、令和７年度新冠町後期高齢者医療特別会計予算の提案理由でご

ざいます。御審議を賜り、原案どおり御決定頂きますようよろしくお願いいたします。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

   ◎日程第６ 議案第２０号 

○議長（氏家良美君） 日程第６、議案第２０号、令和７年度新冠町介護サービス特別会

計事業勘定予算を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

竹内老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（竹内修君） 議案第２０号、令和７年度新冠町介護サービス

特別会計事業勘定予算について提案理由の説明を申し上げます。 

令和７年度新冠町介護サービス特別会計事業勘定予算を次のとおり定めようとするもの

です。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９９３万円と

定めようとするものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

第１表、歳入歳出予算によるものです。一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３

第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５００万円と定めようとするものです。 

事項別明細書の歳出から説明申し上げますので、３４５ページ、３４６ページをお開き

ください。１款総務費、１項一般管理費、１目施設介護サービス事業費２億６７０４万１

千円は、施設入所及び施設全体に係る経費で、前年度比１８１万９千円の増。主な増額は

人件費４６０万１千円、主な減額は光熱水費１１０万８千円、燃料費６２万１千円、給食

業務委託料２４万３千円、エアコン設置にかかる工事請負費１８１万５千円となっており

ます。以下、説明欄に記載の節ごとに主なものを説明申し上げます。１節報酬から４節共

済費までは正職員２１名、会計年度任用職員７名にかかる人件費。１０節需用費４３７３

万３千円は、施設の運営管理費及び入所者に係る経費となっております。次に３４７ペー

ジ、３４８ページをお開きください。１１節役務費２２６万３千円のうち、手数料１６４

万６千円は、年１回実施しております施設内カーテンクリーニング料、年６回実施する厨

房排水管清掃、年１回実施の一般浴槽循環回路高圧洗浄等に係る手数料、検査料となって

おります。１２節委託料２９５６万１千円は、施設運営管理委託として４件、事務事業委

託として５件、保守点検委託として７件、計１６件の業務委託に係る経費で、昨年度まで

計上していた介護保険システム保守委託料はクラウド化により廃止。給食業務委託料は診

療所・恵寿荘・デイサービスで一括調理を行っていますが、按分率の見直しにより入所分

は減額となっております。詳細は別冊委託料一覧をご参照ください。１３節使用料及び賃

借料２９６万１千円は、入所者の寝具借上料のほか、今年度から介護保険システムのクラ

ウド化によりソフト使用料を追加しております。次に３４９ページ、３５０ページをお開

き下さい。１８節負担金補助及び交付金６０１万９千円は、主に職員退職手当組合の負担

金を計上しております。２６節公課費２２万５千円は、消費税の納付予定額で、主に雑入
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で受けている入所者の日常生活費負担金、デイサービスセンターの光熱水費が対象となり

ます。続いて、２.介護サービス事業運営費の９８万６千円は、臨時的経費を計上しており

ます。１７節備品購入費９８万６千円は、昨年度施設内にエアコンを４台設置し暑さ対策

として効果がありましたが、湿度が高い浴室前にも必要となったため１台追加購入するも

の。その他施設管理用備品として介護用品等を購入するものです。また、令和５年度に備

荒資金を活用して購入した業務用洗濯機１台分の償還を計上しております。次に、２目短

期入所生活介護事業費２８３６万５千円、短期入所の運営管理に係る経費で、施設入所と

併設のため、便宜上正職員１名、会計年度任用職員３名分の人件費と施設管理費用を計上

しております。前年度比１８２万５千円の増、主な増額は人件費１０７万４千円、給食業

務委託料８６万５千円の増。次に３５１ページ、３５２ページをお開き下さい。３目通所

介護事業費９１６万５千円、デイサービスセンターの運営にかかる経費で、主に指定管理

料を計上、前年度比１７１万２千円の増、１２節委託料９１６万５千円は、デイサービス

センターの指定管理料で、現在稼働率は好調で推移していますが、昨年度より人件費や給

食業務委託料の増加により収支が支出超過となる見込みのため増額しております。続いて

３５３ページ、３５４ページをお開き下さい。２款公債費、１項公債費、１目元金５１０

万円及び２目利子１５万９千円は、恵寿荘に係る長期債償還元金及び利子です。続いて３

５５ページ、３５６ページをお開き下さい。３款予備費、１項予備費、１目予備費といた

しまして、前年同額の１０万円を計上しております。 

続きまして、歳入について説明申し上げますので、３４１ページ、３４２ページをお開

きください。１款サービス収入、１目介護給付費収入、１目施設介護サービス費収入１億

３６４２万円は、恵寿荘入所者に係る法定費用の介護報酬、保険給付７割から９割分でご

ざいます。定員５０人、稼働率９５％で計上しており、令和６年度に介護報酬が改定され、

増額となっております。２目居宅介護サービス費収入１５６５万９千円は、短期入所利用

者に係る法定費用の介護報酬、保険給付７割から９割分の収入で、稼働率につきましては、

要介護、要支援、併せ前年度同様の６０％を見込んでおります。こちらも介護報酬が改定

されましたが、利用者の平均介護度が下がっているため前年より減少しております。２項

自己負担金収入、１目自己負担金収入４０２０万円は、特養、ショートステイ及び障害者

短期入所の入所者利用者に係る介護報酬、予防給付の自己負担１割から３割分の食費、居

住費の自己負担分となっております。３項特定介護サービス費収入、１目施設特定介護サ

ービス費収入２１３４万１千円は、特養入所者の食費居住費で、収入階層毎の個人負担限

度額と国の基準費用額との差額が補足給付されるもの。２目居宅特定介護サービス費収入

２０１万円は、短期特定入所者介護サービス費収入で、ショートステイ利用者の食費、居

住費に対し、特養同様、差額が補足給付されるものです。２款繰入金、１項一般会計繰入

金、１目一般会計繰入金８９２８万４千円は、収支の不足する分を一般会計から繰入する

ものです。３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、前年度繰越金としまして１５０万円を

計上しております。次に同ページ下段から３４３ページ、３４４ページにかけて、４款諸
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収入、１項雑入、１目雑入３５１万６千円は、主なものといたしまして、施設入所者日常

生活費１２１万３千円、入所者貴重品管理費６０万円、デイサービスセンター光熱水費１

６１万３千円などの収入となっております。 

以上、議案第２０号、令和７年度新冠町介護サービス特別会計事業勘定予算の提案理由

の説明でございます。御審議を賜り、提案どおり御決定くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

   ◎日程第７ 議案第２１号 

○議長（氏家良美君） 日程第７、議案第２１号、令和７年度新冠町立国民健康保険診療

所事業特別会計予算を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

杉山国保診療所事務長。 

○国保診療所事務長（杉山結城君） 議案第２１号、令和７年度新冠町立国民健康保険診

療所事業特別会計予算について提案理由を申し上げます。 

令和７年度新冠町立国民健康保険診療所事業特別会計の予算を、次に定めるところによ

るものとします。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億７０９３万円に

定めようとするものです。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

第１表、歳入歳出予算によるものとします。第２条、一時借入金地方自治法第２３５条の

３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１千万円と定めるものであります。 

それでは、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、３７３ページをお開き下さい。

１款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費６７５２万４千円。３７４ページをご覧下

さい。説明欄の項目により主な予算内容についてのみ、ご説明させて頂きます。２節給料、

３節職員手当等、４節共済費は、いずれも事務職員に係る人件費。１０節需用費２１６１

万６千円、需用費予算のうち、燃料費の予算増加を見込んでおりますが、節内の他の予算

削減を図り、需用費全体の予算を前年度より抑えております。３７６ページをお開き下さ

い。１２節委託料１３９１万６千円、施設警備業務委託料など、昨年度と同じ内容で全１

７業務委託料であります。前年度当初予算対比で全体的に委託料が増加しております。人

件費増加や物価高騰などの理由により委託料の増加に繋がっております。各委託料の予算

対比については、別冊委託料一覧表をご参照願います。１３節使用料及び賃借料、土地借

上料や機器類使用料、清掃資材等借上などの予算となります。３７８ページに移ります。

１７節備品購入費７０万円、１８節負担金補助及び交付金１２７万５千円については、前

年同様な予算。２６節公課費１２０万９千円、消費税及び地方消費税の納付金が令和７年

度は前年度対比で大きく減額となる見込みであります。以上が総務費の支出予算の説明と

なります。 

次に医業費の支出予算の説明を致しますので、３７９ページをお開き願います。２款１
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項１目ともに医業費３億９５９０万５千円、３８０ページをご覧下さい。１節報酬２３８

８万円、出張応援医師や医療技術者の個人に対する報酬予算科目でありますが、前年度と

同額予算を見込みます。２節給料、３節職員手当等、４節共済費については、事務職以外

の医師や医療技術者等の職員に係る人件費。３８２ページに移ります。１０節需用費２１

５０万円、医薬材料費は、入院患者さんや休日夜間の救急患者さん用の医薬品全般、ワク

チン類、血液、酸素、プラスチック手袋、マスクなど幅広くを支出する予算。１２節委託

料４４１２万８千円、医事業務委託料など、昨年度と同じ内容で全２２業務委託料であり

ます。前年度当初予算対比で全体的に委託料が増加しております。人件費増加や物価高騰

などの理由により委託料の増加に繋がっております。各委託料の予算については、別冊委

託料一覧表をご参照願います。１３節使用料及び賃借料７２万円、前年度と同額予算を見

込みます。１８節負担金補助及び交付金３９８５万３千円、対前年度比５８１万５千円増

額となっておりますが、主な増額理由は、出張応援診療を頂く医療機関に対して、医師出

向負担金の予算を計上しておりますが、令和６年度は派遣決定した時期が遅かったことか

ら当初予算に間に合わなく、補正予算対応としましたが、令和７年度は当初予算化するも

のです。３８３ページ及び３８４ページに移ります。２目施設費、１０節需用費５０万円

は、修繕料として医療機器の修理予算を前年度と同額を見込みます。３８５ページ、３８

６ページをご覧ください。２２節償還金利子及び割引料の予算計上については、過去に借

入した過疎債のうち、償還残高が残っている町債元金及び利子償還金の返済予算となりま

す。 

次に歳入の説明をいたしますので、３７１ページをお開き下さい。款項目の説明を省略

し、上から主な節の内容を説明いたします。健診等収入２１８６万２千円、会社や個人の

健康診断、ワクチン接種料金などの収入予算。入院診療収入６４０５万７千円、入院患者

数及び収益については、前年度と同額の予算を見込みます。外来診療収入８７１２万円、

外来患者数や収益等を総合的に考慮しまして、前年度と同じ予算額を見込みます。使用料

２８万円、入院患者さんから頂く病衣使用料の収入。手数料７０万円、診断書や証明書発

行収入。委託料収入３００万円、恵寿荘入所者の定期回診等健康状態管理のための医師派

遣収入。道補助金２１５９万６千円、診療所医療技術職員などの人件費を対象とする電源

立地地域対策交付金収入を診療所事業特別会計において予算計上するものです。一般会計

繰入金１億４３７１万９千円、診療所事業運営にかかる収入・支出の収支不足分を一般会

計から繰入するものです。国保会計繰入金１億２２００万１千円、国保会計を経由して国

保特別調整交付金を収入する予算でありますが、本年度実績を鑑み、若干の予算増加を見

込みます。繰越金５００万円 繰越金予算を５００万円と致します。雑入７０万４千円、

自動販売機の設置使用料の収入などを見込みます。 

以上が、議案第２１号の提案理由でございます。ご審議を賜り、原案どおりご決定下さ

いますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 
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   ◎日程第８ 議案第２２号 ～ 日程第９ 議案第２３号 

○議長（氏家良美君） 日程第８、議案第２２号、令和７年度新冠町簡易水道事業会計予

算、日程第９、議案第２３号、令和７年度新冠町下水道事業会計予算、以上２件を一括議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

関口建設水道課長。 

○建設水道課長（関口英一君） 議案第２２号、令和７年度新冠町簡易水道事業会計予算

について提案理由を申し上げます。 

３９７ページをお開き願います。総則、第１条、令和７年度新冠町簡易水道事業会計の

予算は次に定めるところによるものです。業務の予定量、第２条、業務の予定量は次のと

おりとするものです。令和６年度の実績をもとに令和７年度の業務の予定量を定めており

ます。第１号、給水戸数２１１６戸、第２号、年間総給水量６０万８３８１立方メートル、

第３号、１日平均給水量１６６７立方メートルといたしております。第４号、主要な建設

改良事業につきましては、水道施設維持工事２９１９万４千円を予定しております。収益

的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおり定めるものです。収

入、第１款、簡易水道事業収益総額２億９４８６万５千円を計上しております。内訳は、

第１項、営業収益１億４２５１万９千円、第２項、営業外収益１億５２３４万６千円を計

上しております。支出、第１款、簡易水道事業費用総額２億６８９９万２千円を計上して

おります。内訳は、第１項営業費用２億４９０６万５千円、第２項営業外費用１９８２万

７千円、第３項予備費１０万円を計上しております。資本的収入及び支出、第４条、資本

的収入及び支出の予定額は次のとおり定めるものです。資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額６０３８万７千円は、過年度損益勘定留保資金６２１万２千円、当年度損益

勘定留保資金２９２０万３千円及び当年度未処分利益余剰金２４９７万２千円で補填する

ことといたします。３９８ページに移ります。収入、第１款、資本的収入総額６２３８万

３千円を計上しております。内訳は、第１項他会計補助金４２３８万３千円、第２項その

他資本的収入２千万円を計上しております。支出、第１款、資本的支出総額１億２２７７

万円を計上しております。内訳は、第１項建設改良費２９１９万４千円、第２項企業債元

金償還金８４７６万６千円、第３項固定資産購入費８８１万円を計上しております。一時

借入金、第５条、一時借入金の限度額を１億円と定めるものでございます。予定支出の各

項の経費の金額の流用、第６条、予定支出の各項の経費の金額の流用することができる場

合は、次のとおりと定めるものです。第１号、収益的支出における各項間の流用。第２号、

資本的支出における各項間の流用。議会の議決を経なければ流用することのできない経費、

第７条、次に掲げる経費についてはその経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないと

定めるものです。第１号職員給与費９０３万円を計上しております。他会計からの補助金、

第８条、簡易水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は９７６３万
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２千円と定めるものです。利益余剰金の処分、第９条、当該年度利益余剰金のうち２４９

７万２千円は次のとおり処分するものと定めるものです。第１号、第４条、資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額の補てんとして２４９７万２千円と定めるものです。 

それでは、第３条収益的収入及び支出の収益的支出から予算明細書で説明いたしますの

で、４１６ページをお開き願います。説明につきましては、別冊により予算説明資料及び

予算補足説明資料の委託料一覧表及び工事請負費一覧表を配付させて頂いておりますので、

説明につきましては、予算区分の目における前年度比の増減が大きいものの理由を中心に

行いますので、ご了承願います。収益的支出、第１款、簡易水道事業費用２億６８９９万

２千円、第１項営業費用２億４９０６万５千円、１目原水及び浄水費４７７９万４千円、

前年度比２９８万１千円の増。主な増は、施設維持管理業務委託料における計装機器、水

質計器対象数の増に伴うもの、動力費、令和６年実績に伴い電気料単価高騰に伴う増とな

っております。２目配水及び給水費７０５万６千円、前年度比５万８千円の増。配水池配

水管その他浄水の設備給水装置、その他設備に要する費用を計上しております。４１７ペ

ージに移ります。３目受託工事費２９１２万３千円、前年度比４５万７千円の増。主な増

は、工事請負費における労務単価の増に伴うものです。４目業務費１９８０万９千円、前

年度比１２３万９千円の増。主な増は、委託料、検針等業務委託料に係る労務単価の増、

メーター器交換材料代における、単価の増に伴うものです。５目総係費１４６７万７千円、

前年度比３０６万８千円の増。主な増は、委託料、電算システム機器保守委託料、令和６

年度導入、新料金システムに係る保守委託料で、人件費・経費コストの増に伴うもの。負

担金、経営戦略作成負担金で、公営企業会計移行に伴い経営戦略の見直しが令和７年度中

に必要とされるため、企業会計システムを活用し作成を行うため、新規計上しております。

４１８ページへ移ります。６目減価償却費１億３０６０万６千円、前年度比１８万４千円

の増。令和７年度分減価償却費を計上しております。第２項営業外費用１９８２万７千円、

１目支払利息及び企業債取扱諸費１１５１万８千円、前年度比１１４万４千円の増。企業

債利息及び備荒資金組合譲渡事業利息を計上しております。２目消費税及び地方消費税８

３０万９千円、前年度比１４１万２千円の増。令和７年度実績に基づき、令和８年度申告

分消費税納付額を計上しております。第３項１目ともに予備費１０万円、前年度同額でご

ざいます。第４項特別損失公営企業会計移行時のみ計上する項目のため、廃項とします。 

続きまして第３条収益的収入及び支出の収益的収入について説明いたしますので４１５

ページにお戻り願います。収益的収入、第１款、簡易水道事業収益２億９４８６万５千円、

第１項営業収益１億４２５１万９千円、１目給水収益１億４２１３万７千円、前年度比３

７６万９千円の減。主な減は、現年度分の水道使用料で、実績を基に前年度比を乗じ算出。

主には人口減少が要因となっているものと考えております。２目受託工事収益１９万２千

円、前年度比６万円の減。一般新規給水工事に係るメーター器売払い収入分で、近年新築

物件減に伴い申請件数５件の減を見込んでいます。３目その他の営業収益１９万円、前年

度比２万５千円の増。新規給水工事申請設計審査手数料は、５件分減、指定給水装置工事
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事業者指定手数料は、対象事業者増に伴うものでございます。第２項営業外収益１億５２

３４万６千円、１目他会計補助金５６２５万４千円、前年度比１４１７万９千円の増。一

般会計からの補助金として５５２４万９千円の内、基準内繰入金１６２０万２千円と基準

外繰入金、現金を伴う収益及び資本に係る総資金不足分３９０４万７千円を消火栓管理等

負担金、６７基分の１００万５千円を計上しております。２目長期前受金戻入９６０９万

２千円、前年度比２０６５万９千円の増。減価償却費が資産取得経費を使用期間全体に割

り振る一方、その財源となった国庫補助金を毎年度収益として振り分けた金額を計上して

おります。 

続きまして、第４条、資本的収入及び支出の資本的支出について説明いたしますので４

２０ページをお開き願います。資本的支出、第１款資本的支出１億２２７７万円、第１項

１目ともに建設改良費２９１９万４千円、前年度比３８５万円の増。主な増は、工事請負

費で節婦市街地線節婦小橋架替工事に伴う水道管移設補償工事ほか２件の工事請負費２９

１９万４千円を計上しております。第２項１目ともに企業債元金償還金８４７６万６千円、

前年度比２８７万１千円の減。長期債に係る元金分償還を計上しています。第３項固定資

産購入費、１目リース債務返済８８１万円、前年度比８８１万円の増。備荒資金組合譲渡

事業を利用し、システム導入したものが対象で、前年度においては、次の目、無形固定資

産購入費として計上しておりましたが、性質的に考慮しリース債務返済に目の修正を図っ

たものございます。実質的前年度比１７３千円の増は、令和６年度導入上下水道料金シス

テムに係る元金償還金分が増となります。２目無形固定資産購入費、目修正のため廃目と

します。 

続きまして、第４条、資本的収入及び支出の資本的収入について説明いたしますので、

４１９ページにお戻り願います。資本的収入、第１款資本的収入６２３８万３千円、第１

項１目ともに他会計補助金４２３８万３千円、前年度比２１５６万円の減。一般会計から

の補助金で、基準内繰入の金額を計上しております。第２項１目ともにその他資本的収入

２千万円、前年度比１５００万円の増。資本的支出の建設改良費工事請負費の節婦市街地

線節婦小橋架替工事に伴う水道管移設補償工事の補償費として、財産価値の減耗分を差引

いた収入を計上しております。以上４０４ページから４１４ページは、予算に関する説明

資料を添付いたしておりますので説明を省略させていただき、後ほどご覧願います。当会

計では、令和７年度も災害時に強い水道施設を目標としまして、各施設の計画的整備を行

い、一層の経費節減、収納率の向上により経営基盤を強化するとともに適切な維持管理を

行い、安全・安心・安定した給水サービスに取り組んでまいります。 

以上が、議案第２２号、令和７年度新冠町簡易水道事業会計予算の提案内容を説明いた

しました。ご審議を賜わり、原案どおりご決定くださいますよう、よろしくお願い申しあ

げます。 

引き続き、議案第２３号、令和７年度新冠町下水道事業会計予算の提案理由を説明いた

しますので４２１ページをお開き願います。 
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議案第２３号、令和７年度新冠町下水道事業会計予算について提案理由を申し上げます。 

総則、第１条、令和７年度新冠町下水道事業会計の予算は次に定めるところによるもの

です。業務の予定量、第２条、業務の予定量は次のとおりとするものです。令和６年度の

実績量をもとに、令和７年度の業務の予定量を定めております。第１号、接続人口２９９

１人、第２号、年間処理水量２４万３５８８立方メートル、第３号、１日平均処理量６６

７立方メートルといたしております。第４号、主要な建設改良事業につきましては、下水

道施設汚水幹線工事５９３３万４千円を予定しております。収益的収入及び支出、第３条、

収益的収入及び支出の予定額は次のとおり定めるものです。収入、第１款、下水道事業収

益総額２億６９８万５千円を計上しております。内訳は、第１項営業収益４６３９万６千

円、第２項営業外収益１億６０５８万９千円を計上しております。支出、第１款、下水道

事業費用総額１億８６５１万３千円を計上しております。内訳は、第１項営業費用１億８

０６５万５千円、第２項営業外費用５７５万８千円、第３項予備費１０万円を計上してお

ります。資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定め

るものです。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４９６０万９千円は、当年度

消費税及び地方消費税資本的収支調整金６６３万円、当年度損益勘定留保資金２９１３万

７千円、繰越未処理分利益余剰金５３万７千円及び当年度未処分利益余剰金１３３０万５

千円で補填することとしています。４２２ページに移ります。収入、第１款資本的収入  

総額９３６３万円を計上しております。内訳は、第１項企業債２９６０万円、第２項他会

計補助金３４３６万３千円、第３項国庫補助金２９６６万７千円を計上しております。支

出、第１款資本的支出総額１億４３２３万９千円を計上しております。内訳は、第１項建

設改良費５９６３万１千円、第２項企業債元金償還金６８７２万６千円、第３項固定資産

購入費１４８８万２千円を計上しております。企業債、第５条、起債の目的、限度額起債

の方法利率及び償還の方法は次のとおり定めようとするものです。下水道施設整備事業限

度額２９６０万円は、新冠ポンプ場自動給水装置改築工事ほか３件に係るものです。なお

起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。一時借入金、

第６条、一時借入金の限度額は１億円と定めようとするものです。予定支出の各項の経費

の金額の流用、第７条、予定支出の各種の経費の金額の流用することができる場合は次の

とおりと定めるものです。第１号、収益的支出における各項間の流用、第２号、資本的支

出における各項間の流用。４２３ページをお開きください。議会の議決を経なければ流用

することのできない経費、第８条、次に掲げる経費についてはその経費の金額をそれ以外

の経費の金額に流用し又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならないと定めるものです。第１号職員給与費１００５万９千円を計上し

ております。他会計からの補助金、第９条、下水道事業運営のため一般会計からのこの会

計へ補助を受ける金額は１億１４５５万１千円と定めるものです。利益剰余金の処分、第

１０条、繰越未処理分利益余剰金のうち５３万７千円及び当年度利益剰余金のうち１３３

０万５千円は、次のとおり処分するものと定めようとするものです。第１号、第４条、資
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本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補填として１３８４万２千円計上するも

のです。 

それでは第３条収益的収入及び支出の収益的支出から予算明細書で説明いたしますので

４４１ページをお開き願います。説明につきましては、先ほど簡易水道と同様に、予算区

分の目における前年度比の増減が大きいものの理由を中心に行いますので、ご了承願いま

す。収益的支出、第１款下水道事業費用１億８６５１万３千円、第１項営業費用１億８０

６５万５千円、１目管渠費４０２万円、前年度比２３万１千円の増。主な増は、委託料、

管路施設維持管理業務委託料で労務単価増に伴うものです。２目ポンプ場費１８８２万３

千円、前年度比１２２万円の増。主な増は委託料、ポンプ場管理業務委託料で労務単価増

に伴うもの、動力費 電気料単価増に伴うものです。３目業務費５４万６千円、前年度比

４万７千円の増。料金の調定、集金、その他業務に要する費用を計上しております。４目

総係費４７７２万８千円、前年度比９８０万２千円の増。主な増は、負担金、下水道事業

維持管理負担金、新ひだか町との公の施設の使用に関する協定書第５条に基づく、新ひだ

か町静内終末処理場等維持管理に係る負担金で、労務単価、薬品単価、電気料単価の増等

に伴うもの、簡易水道会計同様、企業会計移行に伴い経営戦略の見直しを令和７年度中に

必要とされるため、企業会計システムを活用して作成を行うため新規計上しております。

４４２ページに移ります。５目減価償却費１億９５３万８千円。前年度比９０万５千円の

減。令和７年度分減価償却費を計上しております。第２項営業外費用５７５万８千円。１

目支払利息及び企業債取扱諸費４５０万円、前年度比１２９万６千円の減。企業債利息及

び備荒資金組合譲渡事業利息を計上しております。２目消費税及び地方消費税１２５万８

千円、前年度比２万１千円の減。令和７年度実績に基づき、令和８年度申告分消費税納付

額を計上します。４４３ページに移ります。第３項１目ともに予備費１０万円、前年度比

同額。第４項、特別損失公営企業会計移行時のみ計上する項目のため廃項とします。 

続きまして、第３条、収益的収入及び支出の収益的収入について説明いたしますので ４

４０ページにお戻り願います。第３条、収益的収入、第１款下水道事業収益２億６９８万

５千円、第１項営業収益４６３９万６千円、１目下水道使用料４６０９万８千円、前年度

比１０１万４千円の減。主な減は、現年度分の下水道使用料で、実績を基に前年度比を乗

じ算出。簡易水道同様、主には人口減少が要因となっているものと考えております。２目

その他営業収益２９万８千円、前年度比２８万２千円の増。主な増は、手数料、排水設備

工事責任技術者及び排水設備工事指定店の更新対象増に伴うもの。第２項営業外収益１億

６０５８万９千円、１目他会計補助金８０１８万８千円、前年度比１８７５万円の増。一

般会計からの補助金として８０１８万８千円の内、基準内繰入金４０３４万３千円と基準

外繰入金、現金を伴う収益及び資本に係る総資金不足分３９８４万５千円を計上しており

ます。２目長期前受戻入８０４０万１千円、前年度比８０１万７千円の増。減価償却費が

資産取得経費を使用期間全体に割り振る一方、その財源となった国庫補助金を毎年度収益

として振り分けた金額を計上しております。 
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続きまして、第４条、資本的収入及び支出の資本的支出について説明いたしますので、

４４５ページをお開き願います。第４条、資本的支出、第１款資本的支出１億４３２３万

９千円、第１項建設改良費５９６３万１千円、１目建設改良費５９６３万１千円、前年度

比５２９１万円の増。主な増につきましては、工事請負費、新冠ポンプ場自動給水装置改

築工事外３件の工事でございます。第２項１目ともに企業債元金償還金６８７２万６千円、

前年度比４５４万８千円の減。長期債に係る元金分償還を計上しています。第３項固定資

産購入費１４８８万２千円、１目無形固定資産購入費１４３９万８千円、前年度比１３８

万７千円の増。新ひだか町の施設の使用に関する協定書第５条に基づく、建設負担金で静

内終末処理場木場町ポンプ場汚水流末幹線等の建設費に伴う新ひだか町の一般財源分に対

し負担率に基づき支払うもので、主な増額は、静内終末処理場における施設更新に伴うも

のございます。２目リース債務返済４８万４千円、前年度比４８万４千円の増。令和６年

度導入上下水道料金システムにおける令和７年度分の備荒資金組合元金償還額４８万４千

円を計上しております。 

続きまして、第４条、資本的収入及び支出の資本的収入について説明いたしますので４

４４ページにお戻り願います。第４条資本的収入、第１款資本的収入、第１項企業債、１

目建設改良企業債２９６０万円、前年度比２６４０万円の増。４２２ページ、第５条、企

業債で説明のとおりですので省略させていただきます。第２項１目ともに他会計補助金３

４３６万３千円、前年度比１２９１万１千円の減。一般会計からの補助金を計上していま

す。第３項１目ともに国庫補助金２９６６万７千円、前年度比２６４５万５千円の増。社

会資本整備総合交付金事業で、新冠ポンプ場自動給水装置改築工事他３件に対する補助金

で国費率は５０％でございます。以下４２９ページから４３９ページは、予算に関する説

明資料を添付いたしておりますので説明を省略させていただきます。後ほどご覧頂きたい

と思います。当会計では、令和７年度も災害時に強い下水道施設を目指して施設の適期・

適切な維持管理等を行い、効率的経済的な事業運営に取り組んでまいります。 

以上が、議案第２３号、令和７年度新冠町下水道事業会計予算の提案内容の説明をいた

しました。御審議を賜り、原案どおり御決定頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

   ◎日程第１０ 会議案第１号 

○議長（氏家良美君） 日程第１０、会議案第１号、特別委員会の設置についてを議題と

いたします。 

ただいま提案理由の説明がありました、議案第１７号から第２３号までの７件について

は、新冠町議会委員会条例第５条第１項及び第２項の規定により、議会としてこれを慎重

審議するため、議員全員で構成する、令和７年度新冠町一般会計等予算審査特別委員会を

設置し、議案第１７号から第２３号までを付託の上、審査することにいたしたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 
○議長（氏家良美君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第１７号から第２３号までの７件は、ただいま設置されました、令和７年

度新冠町一般会計等予算審査特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 

なお、ただいま設置されました、令和７年度新冠町一般会計等予算審査特別委員会にお

いては、正副委員長を互選し後刻報告願います。 

 

   ◎閉議宣言 
○議長（氏家良美君） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

御苦労さまでした。 

（午後２時２７分 閉議） 

  


